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令和５年第１回上富田町議会定例会会議録 

（第３日） 

○開会期日  令和５年３月２０日午前８時５７分 

─────────────────────────────────────────── 

○会議の場所  上富田町議会議事堂 

─────────────────────────────────────────── 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１２名） 

      １番  井 渓 港 斗        ２番  栗 田 八 郎 

      ３番  平 田 美 穗        ４番  大 石 哲 雄 

      ５番  山 本 哲 也        ６番  正 垣 耕 平 

      ７番  家根谷 美智子        ８番  中 井 照 恵 

      ９番  吉 本 和 広       １０番  谷 端   清 

     １１番  松 井 孝 恵       １２番  樫 木 正 行 

─────────────────────────────────────────── 

 欠席議員（なし） 

─────────────────────────────────────────── 

○出席した事務局職員は次のとおり 

事 務 局 長  樫 山 裕 子  副 局 長   小 倉 一 仁 

─────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による出席者は次のとおり 

町 長 奥 田   誠  副 町 長 山 本 敏 章 

教 育 長 宮 内 一 裕  会 計 管 理 者 

(会計課長 ) 
十 河 貴 子 

総 務 課 長 中 島 正 博  総務課副課長 目 良 大 敏 

振 興 課 長 平 尾 好 孝  振興課副課長 吉 田 忠 弘 

税 務 課 長 笠 松 昭 宏  住 民 課 長 瀬 田 和 哉 

住民課副課長 芦 口 正 史  住民課副課長 陸 平 志 保 

福 祉 課 長 木 村 陽 子  福祉課副課長 芝   健 治 

福祉課副課長 坂 本 真理子  長 寿 課 長 宮 本 真 里 

建 設 課 長 栗 田 信 孝  建設課副課長 山 根 康 生 
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建設課副課長 谷 本 和 久  上下水道課長 谷 本   誠 

上 下 水 道 課 

副 課 長 
陸 平 将 史  教 育 委 員 会 

事 務 局 長 
三 浦   誠 

教 育 委 員 会 

事務局副局長 
平 岩   晃 

 教 育 委 員 会 

事 務 局 学 校 

給食センター 

所 長 

前 芝 由 希 

 

─────────────────────────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 議案第  １号 上富田町個人情報保護条例の全部を改正する条例 

  日程第 ２ 議案第 ２号 上富田町情報公開・個人情報保護審査会条例 

  日程第 ３ 議案第 ３号 上富田町情報公開条例の一部を改正する条例 

  日程第 ４ 議案第 ４号 上富田町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例 

  日程第 ５ 議案第 ５号 上富田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す 

               る基準を定める条例の一部を改正する条例 

  日程第 ６ 議案第 ６号 上富田町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

  日程第 ７ 議案第 ７号 上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  日程第 ８ 議案第 ８号 上富田町一般廃棄物中間処理施設整備事業費準備基金条 

               例 

  日程第 ９ 議案第 ９号 令和４年度上富田町一般会計補正予算（第６号） 

  日程第１０ 議案第１０号 令和４年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算 

               （第３号） 

  日程第１１ 議案第１１号 令和４年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算 

               （第２号） 

  日程第１２ 議案第１２号 令和４年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第 

               ２号） 

  日程第１３ 議案第１３号 令和４年度上富田町特別会計奨学事業補正予算（第１号） 

  日程第１４ 議案第１４号 令和４年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予算 

               （第２号） 

  日程第１５ 議案第１５号 令和４年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算 

               （第２号） 

  日程第１６ 議案第１６号 令和５年度上富田町一般会計予算 

  日程第１７ 議案第１７号 令和５年度上富田町特別会計国民健康保険事業予算 

  日程第１８ 議案第１８号 令和５年度上富田町特別会計後期高齢者医療予算 
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  日程第１９ 議案第１９号 令和５年度上富田町特別会計介護保険予算 

  日程第２０ 議案第２０号 令和５年度上富田町特別会計宅地造成事業予算 

  日程第２１ 議案第２１号 令和５年度上富田町特別会計奨学事業予算 

  日程第２２ 議案第２２号 令和５年度上富田町水道事業会計予算 

  日程第２３ 議案第２３号 令和５年度上富田町下水道事業会計予算 

  日程第２４ 議案第２４号 令和５年度上富田町特別会計朝来財産区予算 

  日程第２５ 議案第２５号 上大中清掃施設組合規約の変更について 

  追加日程第１ 議案第２８号 令和５年度上富田町一般会計補正予算（第１号） 

  日程第２６ 議案第２７号 上富田町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  日程第２７ 発委第 １号 上富田町議会の個人情報の保護に関する条例 

  日程第２８ 発委第 ２号 保育士配置の最低基準の引き上げと保育予算の大幅な増 

               額を求める意見書（案） 

  日程第２９ 議員派遣の件について 

  日程第３０ 委員会の閉会中の継続審査並びに所管事務調査の申し出について 
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△開  会  午前８時５７分 

○議長（大石哲雄） 

  皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１２名であります。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから令和５年第１回上富田町議会定例会第３

日目を開会いたします。 

  ここで日程に入る前に、吉本議員から、３月１０日の本会議における発言について、

会議規則第６４条の規定により訂正したいとの申出がございますので、発言を許可いた

します。 

  ９番、吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  会議規則第６４条の規定により、令和５年３月１０日本会議でのＣＯ２削減の町の姿

勢についての一般質問において１か所、放射能物質と発言した部分を放射性物質に訂正

したいので申し出ます。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  ただいまの吉本議員からの３月１０日の本会議における発言の中の放射能物質を放射

性物質に訂正することについては、議長において許可をいたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１ 議案第１号～日程第１５ 議案第１５号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１ 議案第１号、上富田町個人情報保護条例の全部を改正する条例から日程第

１５ 議案第１５号、令和４年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算（第２号）

まで１５件を一括議題といたします。 

  各議案の賛否の際、原則として起立でありますが、樫木議員より挙手の申出がござい

ますので、これを許可いたします。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１ 議案第１号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１ 議案第１号、上富田町個人情報保護条例の全部を改正する条例について質

疑を行います。 



－ 107 － 

  質疑ありませんか。 

  ９番、吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  よろしくお願いします。 

  個人情報保護法に関わってお尋ねいたします。 

  どうして今回、法律の施行条例という形になって、何のために個人情報を保護するの

かという個人情報保護法の目的や個人情報に関わる諸規定、自治体としての取扱いのル

ールを定めるものにならなかったのか、ご説明ください。 

  ２点目、審査会が果たすべき役割は、この条例規定でいえばどうなるのか。現行の審

査会と新しい審査会の役割はどう変わるのか。 

  ３点目、現行の上富田町個人情報保護条例は、第１条、基本的人権の擁護を目的とし

ていた。個人情報はあくまでも個人のものであって、これを守るという観点を貫くもの

だった。条例は、この根本的な視点を基本的人権を擁護するという言葉で規定していた。

個人情報保護法は、この視点を貫くものになっているのか。有用性に配慮しつつ、個人

の権利利益を保護するという規定では、個人情報は個人のものという考えにはなってい

ないのではないか。 

  ４点目、要配慮個人情報とは、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪に

より害を被った事実その他不当な差別、偏見その他の不利益が生じないよう取扱いに特

に配慮を要するものです。現行の保護条例は収集を禁止していたが、個人情報保護法は、

収集に制限を加えず、本人から収集しなければならないという規定もなくしている。制

限は法令の定める所掌事務または業務を遂行するために必要な場合となった。この条例

に当てはめれば、収集し活用してもいいことになった。これでは要配慮個人情報を自治

体が収集し活用することになる。明らかに現行の条例と比べると後退しているのではな

いか。 

  ５点目、要配慮個人情報について、第６０条第５項で自治体が独自の規制をかけるこ

とができるのかどうか。法律では規制をかけてもいいことになっているが、個人情報保

護委員会は、条例で取扱いを規定することは許されないと回答している。国は要配慮個

人情報の収集や活用にまで口を挟んできているのではないか。 

  ６点目、オンライン結合について、上富田町は、電子計算機の結合の制限ということ

で結合を禁止していた。結合するのは個人情報を収集するときの目的外使用になるとい

うものだった。しかし、個人情報保護法は、オンライン結合を規制しないことになって

いる。個人情報のオンライン結合に個人情報保護法の一つの目的があるのではないか。 

  ７点目、国は、２０２０年１０月、第二期政府共通プラットフォームと呼ばれる中央
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省庁向けクラウドを運用し、順次政府の保有する情報を米国企業であるアマゾンの管理

するサーバーに保存している。アメリカの諜報機関は、データが本国にあるかないかに

関わらず、アメリカの企業に対して、いつでもサーバー内に保存している情報に対して

アクセスできる権利を持っている。これが海外データ合法的使用明確化法である。さら

に政府は、２０２１年１０月、ガバメントクラウドを導入するため、米国のグーグル社

のクラウドを活用すると発表した。ＥＵは個人情報の海外移転を禁止している。日本は

全く無防備ではないか。上富田町はこういう国の政策に従って個人情報が守られると考

えているのかどうか。 

  ８点目、日本の個人情報保護法には忘れられる権利、個人情報の取扱いに対する自己

決定権が確立していない。また、ＥＵにあるプロファイリングに異議を申し立てる権利

もない。実現しようとしているのは利活用だ。しかし、個人情報はあくまでも個人のも

の。自治体は個人の情報を守り、基本的人権を守るべきという使命からは逃れられない。

現行法にはない忘れられる権利、個人情報に対する自己決定権、プロファイリングに異

議を唱える権利を確立するために、自治体として努力すべきだと思うがいかがか。 

  ９点目、条例要配慮個人情報を条例で定めることができる旨、規定している。条例で

規定することができる条例要配慮個人情報について、ＬＧＢＴに関する事項、ドメステ

ィックバイオレンスに関する事項など、どのような個人情報が条例要配慮個人情報に該

当するか、該当させるべきかについて慎重に庁舎内においてきちんと議論をしたのか。

また、附属機関、上富田町個人情報保護審査会に諮問を行ったのか。 

  １０点目、個人情報ファイル簿とは、個人情報ファイルの内容を広く住民に知らせる

ために作成、公表が義務づけられた、個人情報ファイル簿の目録です。１，０００人に

満たない個人情報ファイルは、ファイル簿に掲載する必要がありません。一方で、現条

例は同種の個人情報登録簿を作成し公表することとしていました。これらは件数に関わ

らず掲載し公表しています。１，０００人未満のファイルを公表しないことは、公開の

後退につながるものです。法第７５条５項の規定により、条例に定めることにより、個

人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿を作成し、

公表することも可能です。現条例で規定している同種の個人情報登録簿の取扱いはどう

なるのか。庁内においてきちんと議論したか。また、上富田町個人情報保護審査会に諮

問を行いましたか。 

  以上、１０点、よろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  振興課長、平尾君。 

○振興課長（平尾好孝） 
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  お答えします。 

  まず１点目、個人情報保護法に関わって自治体としての取扱いのルールを定めるもの

にならなかったのか。どうしてならなかったかという質疑ですね。お答えします。 

  デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の規定により、個人情

報保護制度の見直しが行われ、個人情報の保護に関する法律に一本化されたため、同法

の規定が民間事業者や国の行政機関、全ての自治体等に適用されることになりました。

それに伴い、本町においても個人情報の保護に関する法律が適用されることとなるため、

上富田町個人情報保護条例を全部改正し、同法の施行に関して必要な事項を新たに条例

で規定することとなりました。これにより、どの地域に行っても同じルールの下で個人

情報が守られることになります。また、様々な効果も期待されているところであります。

これが１点目です。 

  ２点目です。 

  審査会が果たすべき役割、新しい審査会の役割はどう変わったのかという質疑だった

と思います。お答えします。 

  新たな審査会につきましては、法の規定において、個人情報の取得や目的外利用等に

関する類型的なことについての諮問を定めることは認められないとされておりますが、

個人情報の適正な取扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に

必要であると認めるときは同審査会に助言を求めることとし、そのほか条例の改廃や安

全管理措置の策定などの重要な案件につきましても諮問事項とすることを条例で定める

ものであります。 

  また、新しい審査会につきましては、現行の審査会での諮問事項である個人情報の開

示、訂正等の可否の決定、訂正等の請求に係る不作為に対する審査請求の調査の審議も

含まれており、本町の個人情報に係る諮問に応じて審議していただく機関として、引き

続き現行と同様の役割を担っていただく予定となってございます。 

  次に、３点目です。 

  基本的人権の擁護を目的としたものになっているのかどうかという質疑だったと思い

ます。お答えします。 

  個人情報保護法では、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するこ

とを目的としており、改正する条例に同法と別の目的を定めることはできません。その

ため、基本的人権の擁護という直接的な記載はございませんが、個人情報を適正に取り

扱うための措置を条例に定め、個人の権利利益、これを保護することが基本的人権の擁

護につながるものと考えているところであります。 

  それと、個人情報保護法第３条、これは、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下
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―これは憲法第１３条に係る部分なんですが―これに慎重に取り扱われるべきもの

であることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならない。」とあります。表現

は違えど、個人情報を慎重に取り扱うことは同じであるものというふうに考えておりま

す。 

  参考に、憲法第１３条冒頭、「すべての国民は、個人として尊重される。」、以下、

省略させていただきます。 

  次、４点目です。 

  要配慮個人情報の関係の質疑だったと思います。お答えします。 

  要配慮個人情報の収集に関する規定は条例に置くことが認められないとされておりま

すが、本町としましては、個人情報保護法第６１条、保有の制限に関する規定、それと

第６３条、第６４条、不正な手段等による取得を禁じた規定、それと第６９条、利用や

提供に関する規定、そういった規定などの法の趣旨を踏まえ、改正後においても引き続

き個人情報の取得や提供について適正に行ってまいりたいというふうに考えております。 

  また、一般的な個人情報と比べ、要配慮個人情報に特段の制限を設けられてはいませ

んが、法令等に基づく場合や本人の同意があるときなどの場合に限り、提供するものと

いうふうになっております。 

  それと、今回の改正では、収集制限の規定も設けられてはいませんが、法令に定める

所掌事務等を遂行するため必要な場合に限り、その利用目的をできる限り特定しなけれ

ばならないとされており、その特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有し

てはならないというふうに規定されております。 

  現行の条例におきましても、審査会の意見を聞いて、個人情報取扱い事務の目的を達

成するために必要かつ欠くことのできないものであると認めるときは収集できるとあり、

実質的には従来の規定と変わらない制度となっています。 

  また、情報の漏えい等において保護委員会への保護義務もありまして、一般的な個人

情報よりも厳格な取扱いというふうになっております。 

  次、５点目です。 

  要配慮個人情報について、法律では制限をかけてもいいことになっているが、条例で

は特にかけないのかというような質疑だったというふうに思います。お答えします。 

  法第６０条第５項に基づく条例要配慮個人情報につきましては、自治体が地域の特性

その他の事情に応じて、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないよう

にその取扱いに特に配慮を要する場合に規定することができるというふうにされており

ます。 

  本町におきましては、上富田町特有の地域特性等の事情による要配慮個人情報は想定
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されないことから、条例要配慮個人情報を定めないこととしたところでございます。 

  次、６点目、オンラインの結合についての質疑だったと思います。お答えします。 

  現行では、条例第８条第３項に規定をしておりますとおり、原則オンライン結合によ

り実施機関以外のものに個人情報を提供することを制限しており、審査会で諮問し、必

要と認められた場合にのみ提供することとしております。改正後は、条例において、オ

ンライン結合に特別の制限を設ける規定等は法の規定と個人情報保護制度の一元化とい

う趣旨に反することになり許容されないものとなっております。 

  しかしながら、審査会への諮問につきましては、類型的な事案、ガイドラインの規定

内の事案ということになるわけなんですが、それについて制限されるものであり、地域

の代表者や有識者等から意見を徴収することが特に必要である場合は、審査会を開催す

ることができることとなっておりますので、オンライン結合に関する事案が発生した場

合は、個人情報保護委員会と密に協議を図りながら、必要に応じて審査会を開催し、慎

重に進めてまいりたいというふうに考えております。 

  次、７点目です。 

  第二期政府共通プラットフォームの関係の質疑だったと思います。お答えします。 

  国における個人情報に関する施策につきましては、個々の事案ごとに契約内容等が異

なると想定されるため、現段階においては、漏えい等への対策状況がどうなるのかにつ

きましては判断しかねますが、個人情報の取扱いにつきましては、保護法の中で適正に

規定されていますので、本町としましては、改正後においても引き続き個人情報保護法

の規定に基づき、個人情報の管理について適正な運用を行ってまいりたいというふうに

考えております。 

  また、国の個人情報保護委員会は、個人情報保護法に基づく監査機関として設置され

ており、権限行使の観点から、高い独立性と政治的中立性を有する独立行政委員会であ

りまして、国際的な制度調和や海外のデータ保護機関との執行協力等を担う委員会が法

全体を所管するとともに、官民、事業分野を横断して統一的な法の執行を担うというこ

とにされておりますので、十分、国際的制度の調和や海外のデータ保護機関との執行協

力の中で、個人情報の保護を図っていただけるというふうに考えております。 

  次、８点目です。 

  忘れられる権利、自己決定権、プロファイリング等の質疑だったと思います。お答え

します。 

  個人情報保護法は、個人の権利利益を保護することを目的としております。忘れられ

る権利や自己決定権、プロファイリングなどについての明記が確かにされていませんが、

保護法の中で個人の権利利益が十分保護されているというふうに考えております。 
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  本町につきましても、個人情報の保護に向けて、同法及び条例等の規定に基づき適正

な運用を図ることで、基本的人権の擁護に努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

  ９点目です。 

  条例要配慮個人情報の関係の質疑だったと思います。お答えします。 

  条例要配慮個人情報につきましては、先ほど申し上げましたとおり、自治体が地域の

特性その他の事情に応じて本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないよ

うにその取扱いに特に配慮を要する場合に規定することができるとされております。本

町におきましては、庁内において協議を行った上で、上富田町特有の地域特性の事情に

よる要配慮個人情報は想定されないことから、条例要配慮個人情報を定めないこととし

たところでございます。 

  なお、ＬＧＢＴに関する事項やドメスティックバイオレンス等の被害に関する事項に

つきましては、個人情報の保護に関する法律施行令第２条及び個人情報保護委員会規則

第５条には確かに含まれてはいませんが、ＬＧＢＴに関する事項につきましては、その

情報を収集する予定や個人情報として取り扱う予定はなく、また、ドメスティックバイ

オレンス等の被害につきましては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す

る法律第２条において、国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、

被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図る責務を有するとされるなど、

様々な対策が講じられています。 

  各市町村におきましても、ドメスティックバイオレンス等の加害者が閲覧制度や住民

票の写し等の交付制度を不当に利用して、被害者の住所を探索することを防止するため、

被害者に係る部分を閲覧の対象から除外するなどの措置が講じられています。 

  なお、審査会への諮問や協議につきましては、今回の改正内容の説明も含め、４月に

開催する予定というふうにしております。 

  １０点目です。 

  個人ファイル簿の１，０００人未満への取扱いについての質疑だったと思います。お

答えします。 

  現行の条例第６条における個人情報取扱事務の届出及び登録簿の作成につきましては、

改正後の個人情報ファイル簿と同様の趣旨であり、同制度を継続させた場合、事務処理

が煩雑となることから、庁内で協議を行った上で条例に規定しないこととしております。 

  なお、１，０００人に満たない個人情報ファイル簿につきましても、個人情報保護法

に基づく管理及び運用が適用されますので、引き続き個人情報の保護の観点から、適正

な管理に努めてまいります。 
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  今回の議案が可決されれば、４月に審査会を開催する予定です。今回の改正により、

国と地方自治体の分担すべき役割が明確化されました。審査会では、地方自治体の役割

について協議していきたいと考えています。また、その協議の中で、国に裁量が認めら

れている部分、例えば条例要配慮個人情報などにつきましては、新しい提案等がそこで

あれば、その都度協議していきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ありますか。 

  ９番、吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  ２の質問への再質問です。 

  第１２９条について、審査会の構成や範囲は条文自体から明らかではありません。世

田谷区は、世田谷区情報公開・個人情報保護審議会への諮問を行っています。諮問委員

会の審査の議事録には、委員より、事務局の回答を伺っていると、個人情報保護委員会

の権限は、かなり強い権限だという評価をされていると思いますが、これは自治法で言

うところの関与の類型の一つであって、いわゆる非権力的な関与です。だから、こうい

った条文に基づいて個人情報保護委員会が世田谷区に関わってきたとしても、それは世

田谷区の判断で、無視するのであれば無視しても構わない。少なくとも、こういうもの

は法的な拘束力を一切伴っていないので、その意味では、非権力的だというところを踏

まえる必要があると思うんです。この法律の限りにおいては、そんなに強い権限が個人

情報保護委員会自体に認められているわけではないです。という発言があります。 

  区の情報係長は、おっしゃっていただいてありがとうございます。関与ですとか、規

定文言だけで捉えていた部分もありましたので、少し過剰な反応をしていたのかもしれ

ないというところで、その部分は客観的な反省でございます。貴重な御指摘ありがとう

ございます。と答えています。また、住民監視、住民監査の側面から、これまで審議会

が担ってまいりました住民監視、住民監査の側面を生かしまして、個人情報の保護措置

に係る内部管理の一環として、引き続き、個人情報が適切に管理されるように、内部管

理として庁内のチェック体制を構築します。という答弁をしています。 

  その結果、区は外部委託、外部提供、目的外利用を行った一定要配慮個人情報に関わ

る事業の案件と個人情報保護委員会に保有個人情報の漏えい等について報告した場合に

ついては、審議会へ事後報告とし、審査会が必要と認めた場合には、事業外と所管課か

らの説明を聞くということを付け加えています。 

  先ほど今回の条例第４条に関わって、引き続き今までと同じようにオンライン結合等
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にかける場合は審査会に相談するというような趣旨のことがありましたが、条例には、

第４条で、「実施機関は、次の各号いずれかに該当する場合において、個人情報の適正

な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認め

るときは」ということで、３つの場合を規定しておりますが、これは、さっきの説明で

言うと、これの理解が私、国が言っているのと違うような気がしたんですが、今までの

ように、変更する場合は取扱いについて相談されるというふうに先ほど言われたんです

けれども、今までのように審査会はそういうことを行うということで理解したらよろし

いんですか。そのことは、この条例の文面からはちょっと取れない部分があるんですが。 

  それと、ほかのこともちょっと聞きます。 

  先ほどからちょっと聞いておりますと、まだ審査会に全く諮問せずに、この施行条例

が出てきていると思うんですけれども、４月に審査会を開くという、今、話でしたけれ

ども、本来は、この条例を規定する前に審査会を開いて、意見を聞いて、その意見に基

づいて参考にしてこの条例をつくるという手続を取らなければならないと思うんですよ。

今までその審査会が果たしてきた役割があるわけですから、その役割に照らしてどうい

うふうに定めるのが法の範囲内で定めることになるのかということを審査会で議論して、

そして、その意見を踏まえてつくってここへ出してくるという手続が本来の姿だと思う

んです。 

  それで、ほかのところは、やっぱりそういう手続を踏んで、審査会からの意見を踏ま

えて、条例要配慮個人情報にＤＶに関することや国籍に関することなど、必要なことを

加えて出してきていると。その審議の中で、地域だけじゃなくて、先ほど言われた条例

要配慮個人情報については、地域の特性その他の事情によりと書かれているわけです、

法律には。だから、その他の事情というのは、要するにドメスティックバイオレンスや

国籍や、今のところは想定していないと言われましたけれども、各自治体ではパートナ

ーシップだったか、言葉がちょっと浮かばないんですけれども、同性愛の方が保育所へ

迎えに行くときに、証明書みたいなものを頂いて、実際の婚姻関係は法律上結ばれてい

ないけれども、そういう人ですよということを証明していると思うんですね。そういう

ことが今後起こることも上富田町でも十分想定されますし、だからそれを考えると、地

域の特性だけではなくて、その他の事情に応じてという項目で、世田谷区であれば、そ

の他の事情に値するということで、条例の中にドメスティックバイオレンスに係ること

などを含めた施行条例をつくっているわけです。 

  だから、審議会できちんとそういう議論を経て、この条例がやっぱり出されるという

ことが当然のことではないんですか。その辺の手続が前後しているのではありませんか

というのが２点目の再質問です。 
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  ３点目の再質問、よろしいですか。 

  先ほど、３番目の基本的人権を貫くものという点での質問ですけれども、憲法第１１

条は、基本的人権について侵すことのできない永久の権利と規定し、これを受けて、日

本国憲法は、基本的人権を平等権、自由権、社会権、請求権、参政権の５つの分野で豊

かに叙述しています。さらに憲法制定以後、幾つかの新しい権利が基本的人権として確

立しています。プライバシー権はその一つであり、憲法第１３条「すべて国民は、個人

として尊重される。」を根拠に確立したものです。個人情報保護条例に関わるのは、主

にプライバシー権です。しかし、条例案には、このプライバシー権を含む基本的人権を

守ることを宣言せず、守るべき範囲を個人の権利利益の保護にしました。 

  ４月以降、法律と条例はデジタル情報の結合を推進します。この考えに基づいて、銀

行口座とマイナンバーカードへのひもづけを自動的に行う法改正が、今国会に提出され

ています。行政機関等が事前通知し、一定期間に不同意の回答がなかったら、マイナン

バーとともに銀行の預金口座を国に登録するというものです。プライバシー権を守るな

らば、当然本人が同意しない限りは登録しないとしなければなりません。このように、

個人の権利利益の保護は法律が改正されるたびに変化します。今後も法改正によって個

人の権利利益の範囲がどんどん狭くなります。狭くなるに従って、基本的人権の擁護か

ら離れていきませんか。 

  ７点目、もう一つの質問です。 

  ７の質問ですけれども、先ほど、国は米国のアマゾンとグーグル社のクラウドを活用

すると発表しました。マイナンバーカードと銀行口座が結合された情報は、米国のアマ

ゾンとグーグル社のクラウドのサーバーに既に保存されているか、これから保存されま

す。米国の海外データ合法的使用明確化法によって、生の個人情報がアメリカの諜報機

関はいつでも請求でき、２０２０年下期にアマゾンのクラウドが米国の当局から提出請

求された情報は３９０件にも及びます。個人情報は無防備だという認識を持たれていま

すか。 

  ５、９の質問に対しての再質問です。 

  これは世田谷区で、先ほど言いましたように、審査会がドメスティック等について個

人情報として検討すべきやということの結果、ＬＧＢＴとかドメスティックに関する事

項を、今後、上富田町は条例に制定するということではないと言われましたけれども、

これは、先ほども言いましたけれども、審査会にきちんと諮って決めることではないん

ですか。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 
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  質疑、終わりですか。 

○９番（吉本和広） 

  はい。 

○議長（大石哲雄） 

  山本副町長。 

○副町長（山本敏章） 

  まず、抜本的なところです。この法が改正されたいきさつですけれども、令和３年の

個人情報保護法の改正、それからデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関

する法律、これは確かに国会を通っています。でも附帯決議がついています。その附帯

決議は、それぞれ衆議院内閣とそれから参議院内閣委員会、両方で同じような附帯決議

がついています。 

  しかし、この附帯決議にうたわれている内容は、「地方公共団体が、その地域の特性

を照らし必要な事項について、その機関又はその設立に係る地方独立行政法人が保有す

る個人情報の適正な取扱いに関して条例制定する場合には、地方自治体の本旨に基づき、

最大限尊重すること。また、全国に適用されるべき事項について、個人情報保護法令の

見直しを検討すること。」という附帯決議がついているにもかかわらず、ここからなん

ですよ、問題は。かかわらずですよ、まず、要配慮個人情報、いわゆる法の第６０条第

５項の規定に基づいては、本来であれば、地方公共団体は地域の特性に応じて、その条

例でいう要配慮個人情報に関する規定を条例で設けることはできるんですけれども、こ

の令和３年の法改正においては、個人情報保護に関する全国共通ルールの法律に定める

目標に鑑み、法律の規則を超えて地方公共団体による取得、提供等に関する独自の規律

を追加することや民間の個人情報取扱い業者等における取扱いを対象に、保有の規律を

定めることは許容されていないというようになっています。同じことは、オンラインの

結合においても許容されないと。非常に強い形でこのことは言われているのが現実です。

しかも、改正後、いわゆる地方公共団体の長は、個人情報保護条例を定めたときは、遅

滞なくそれを個人情報保護委員会に届ける義務、これも法律で第１６７条第１項に規定

されています。 

  要は、このような状況の中にあって、上富田町、いわゆる地方公共団体の市町村がこ

れを無視するようなことでやれる今現状じゃないということをまずご理解していただき

たい。附帯決議としてはついているのは事実ですよ。これは改めるのは国会が改めるべ

きであって、それに基づいてうちは条例を制定しているわけで、だから共通ルール以上

を超えての部分で制定することは許容されないということを明言されていますので、だ

から、そこのところを踏まえて、うちの行政としては出している条例だということをま
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ずご認識をしていただきたいと思います。 

  だから、先ほどあった質疑の内容について、個々の質疑の内容はありますよ。だけど、

それは全てその許容の範囲を超えてしまっているように僕は思いますので、超えない範

囲でしかできないということの認識をお願いしたいと思います。 

○議長（大石哲雄） 

  平尾君。 

○振興課長（平尾好孝） 

  幾つか質疑があったように思われますので、もし抜けている部分があれば、ちょっと

また指摘していただければと思います。よろしくお願いします。 

  まず、この審査会、町の審査会の時期はちょっと遅いんではないかという話だったと

思います。僕はそうではないと。いろんな、それはそれぞれの考え方があると思うんで

すが、一つは、やっぱり国の役割とこの地方自治体の役割とかというのがありまして、

今回の法改正によって、今、副町長が言われたように、国は国の役割で統一的なルール

をつくった。それに基づいて、その範囲の中で地方自治体の役割をいろいろと協議した

り相談したり諮問したりしていくということで、まず、この条例を可決された後に、４

月になって審査会を開いて、今回の経緯とかそういうのを説明させていただいて、先ほ

ど言いました条例要配慮個人情報の関係につきましても、審査会の委員さんの中で、そ

のＤＶについてはどうよとか、これは町独自で条例化していこうとか、そういう意見が

出てきたらそれに基づいてまた条例改正して反映していくということで、手順を踏んで

やっていきたいというふうに思っております。 

  あと、世田谷区の関係でしたか。すみません、世田谷区の関係は、ちょっと調べては

いませんが、あくまで……。 

○議長（大石哲雄） 

  課長、座ってやっても構わん。座っても構わん。 

○振興課長（平尾好孝） 

  いいですか。ありがとうございます。座って説明させてもらいます。 

  世田谷の関係は調べてはいないんですが、上富田町としましては、現行の審査会につ

いては、今までも定期的に目的外利用や開示請求等の状況を報告させていただいており

ますし、新たに設置する情報公開・個人情報保護審査会におきましても条例には規定し

ておりませんが、従来どおり定期的に審査会に本町における個人情報の運用状況、つま

り情報の漏えい等の報告も含め報告させていただき、適正な管理と運用に努めてまいり

たいと考えております。もちろん個人情報保護委員会への報告事項が発生した場合も、

その旨の報告を審査会のほうにさせていただこうというふうに考えております。 
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  あと、アメリカの関係のクラウドサーバーの関係ですけれども、これについては、先

ほども説明させていただきましたけれども、あくまで地方自治体、あるいは上富田町と

しましては、この国の保護法、これに基づいて適正にその法の範囲の中で運用させてい

ただいておりますし、このアメリカの第二期政府共通プラットフォームの関係ですか、

この関係につきましても、やっぱり国のほうできっちりと国際的制度の調和や海外のデ

ータ保護機関との執行協力等を担う委員会が法全体を所管して管理していただいており

ますので、それを信じてやっていくしかないかなというふうに感じています。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  副町長、山本君。 

○副町長（山本敏章） 

  まず、個人情報の中で行政機関による加工情報の部分ですけれども、これについては、

当面の間、基本的に都道府県であり、指定都市のみの提案募集を義務づけることになっ

ています。このことは、個人情報保護委員会規則の中に明記されている部分でありまし

て、今後、そこで提起された内容については、他の市町村はこれを適用するとなってい

ますので、その部分ということは、今後恐らく、先ほど言われた東京都の中の話になっ

てこようかと思いますけれども、提案された内容について、今度それがいわゆる個人情

報保護審査会の中でその内容を協議するということができると思うんですけれども、一

地方公共団体においては、それは認められておりませんので、あくまでも提供された内

容について準じてやりなさいよということなっていますので、そこのところは一概に全

て、例えば上富田町が言うて通るというようなものではないということだけのご理解を

お願いしたいと思います。 

○議長（大石哲雄） 

  答弁終わりですか。 

○副町長（山本敏章） 

  はい。 

○議長（大石哲雄） 

  吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  副町長さんの答弁と課長さん答弁とちょっと食い違いがあるように思うんですが、先

ほど審査会において、ＤＶであるとかそういうものについて通るのかということは、今

後、審査会で議論していくということをさっき言われたと思うんですけれども、課長さ

んのほうからは。それと、漏えいした場合のことであるとかそういうものとか、運用だ
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ったかな、運用する場合も相談をかけるというような趣旨の内容を言われていたと思う

んですけれども、今、副町長さん言われたのは、それは国の指導から適用できないよう

な話になって、そこ、２人の答弁がちょっと矛盾しているように思うんですが、ただ世

田谷区では、既にこういうことを委員さんの話の中で世田谷区も判断して載せるわけで

すね。だから法律の範囲内であるという解釈の下で行っておるわけです。 

  ですから、やっぱりその辺、さっきも言いましたけれども、法的拘束力は委員会には

ありません。ですから、その点を踏まえて、やはり自分たちの町の住民の個人情報を今

まで守ってきたのは、地方自治体がまずこれをつくって守ってきたと思うんですね、国

がつくる前から。だから、やっぱりその趣旨を踏まえて、先ほど課長さんが言われたよ

うに、審査会において、私はやっぱり後からやるのはおかしいと思いますけれども、で

も、今、ここまで来たわけですから、審査会にきちんと行政が処理することを守るのが

審査会ですから、それがきちんとどう変化しているのかを報告も受けて、それについて

意見を述べていくという。それで漏えいした場合もきちんと報告を受けて、それについ

てのことも審議するというのが審査会、やっぱり課長言われたとおりの役割だと思うの

で、今後、その審査会において、きちんとその議論をしていただきたいということが１

点、言っておきたいと思います。その辺はどうなんですか。 

○議長（大石哲雄） 

  副町長、山本君。 

○副町長（山本敏章） 

  論議するとか議論するということを僕は否定しているわけじゃないですよ、それは。

当然、審査会の中で議論することが必要やと思います。しかし、法の流れからいうと、

あくまでも個人情報保護委員会に対する、例えば条例を制定したときの届出義務という

のは、第１６７条第１項に規定されているわけですよ。そうでしょう。そこはご理解し

ていただいていると思うんですけれども。だから、その中で条例を制定するに当たって

は、全国ルールを超えた部分について定めることはできません、容認できませんと、許

容できませんということは、この審査会のほうが申し出ているわけですよ。それをなお

かつやったことを条例として出してくださいね、報告してくださいね、審査会の中の義

務づけとして法律で決められている以上、それに一旦ルールとして従っていく以外、僕

はないと思っています。 

  ただ、審議会の中で、先ほど言いますように、いろんな問題が出たときに、それは協

議し、検討することは必要やと思いますよ。必要やと思いますけれども、それが全部を、

例えば統括していくかという場合では今のところ僕はないということを言っているんで

す。それは、あくまでも国のほうが法改正をするなり附帯決議に基づいて法改正をする
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なりした場合に、それに準じてやっていくことはできると思います。だから、同じこと

は各地方公共団体において、例えば都道府県であったりとか政令都市であっても、同じ

ような課題というのを持っているはずなんで、それに対して協議されてくれば、おのず

と通達が来ます。それに基づいてまた審議していくこともできると思うんです。だから、

それを前もって審議することを私は否定しているわけじゃないですよ。だからそれをや

ることはできますけれども、それをすぐに条例化していくということに対してはなかな

か難しいと。今の考え方からいうと、やっぱり個人情報保護審査会の届出義務がある以

上、改正するたびにそれを、届出をしていかなければならなくなっていますので、その

あたりについては十分注意する必要があるということを僕は申したわけです。その点だ

けはご理解ください。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ございませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

  まず、反対討論の発言を許します。 

  ９番、吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  個人情報保護に関する法律施行条例制定についての反対討論を行います。 

  この法律の範囲内において、施行条例に加えることがあるにもかかわらず、町の個人

情報審査会の役割や条例要配慮個人情報などを諮問してないことは大きな問題です。本

町の個人情報保護条例は、個人情報が個人のあるものであることを十分理解した上で条

例の目的を基本的人権の擁護にあるとしていました。しかし、２０２１年５月１２日に

可決成立した今年４月１日から施行される個人情報保護法は、国や地方自治体が保有す

る個人情報の利活用を最大の目的にしつつ、個人情報を法律の範囲内で個人の権利擁護

を保護するものに考え方を変えてしまいました。 

  本町の個人情報保護条例は、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪によ

り害を被った事実、その他不当な差別、偏見、その他不利益を生じないように取扱いに

特に配慮を要する要配慮個人情報を取得しないことになっていましたが、個人情報保護

法は、取得制限を設けず、要配慮個人情報を法律の範囲内で活用することになりました。

さらに本町の個人情報保護条例は、個人情報のオンライン結合は、収集した理由との関
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係で目的外使用になるとして結合してはならないことになっていましたが、個人情報保

護法は、オンライン結合には一切制限を設けず、まさにこの点を最大の目的として結合

し利活用することになりました。 

  自治体が保有する個人情報は、２０２５年度までに自治体業務の統一標準化を目指す

中で集約され、ガバメントクラウドに登録されます。このガバメントクラウドの実現の

ために、日本政府はアメリカのアマゾンとグーグルと契約しました。したがって、日本

の地方自治体の膨大な個人情報は、アメリカ企業によって管理されることになります。

重大なのは、アメリカの諜報機関がデータの提出を求めたら、米国企業は、世界のどこ

にデータがあっても提出しなければならないという法律があることです。実際に、この

法律によって米国企業が管理するクラウドデータは諜報機関に提出されています。国内

の企業に提供するものは匿名加工情報であり、ビッグデータの利活用にとどまりますが、

日本の自治体の個人情報は、アメリカ政府には生のまま提出されることになります。こ

れは許し難いことではないでしょうか。我が国の個人情報保護法は、国民に対して忘れ

られる権利を認めず、個人情報の取扱いに対する自己決定権を認めていません。また、

プロファイリングに異議を唱える権利も保障していません。個人情報は、法律の範囲で

利活用できるので、法改正のたびにオンライン上でデータの結合が行われることになり

ます。 

  マイナンバーカードは、健康保険証と結合され、運転免許証や大学の学生証、在留カ

ードへと活用が拡大される計画の中にあります。さらに政府は、全ての預貯金口座や国

税、年金とのひもづけも視野に入れて動いています。マイナンバーカードは、ひもづけ

が拡大すればするほどセキュリティー上の課題が増大し、情報漏えいは避け難くなりま

す。どんなに地方自治体内部でセキュリティーを強化しても、自治体外部での活用が強

まれば情報漏えいの危険が増大するのは明らかです。マイナンバーカードの動きと個人

情報保護法とは深くリンクしていると言わなければなりません。 

  個人情報は個人のものです。自治体はこのことを自覚し、個人情報を守ることによっ

て基本的人権を守る責任があります。施行されようとしている個人情報保護法と国の個

人情報の取扱い方は、個人情報保護の名に値しません。地方自治体は、個人情報保護法

の問題点を全て洗い出し、住民の膨大な個人情報を直接扱う機関として異議を申し立て、

改善を求める使命があります。地方分権によって国と地方は対等になりました。地方分

権の精神を発揮し、個人情報を保護するために、自治体の使命を十分に果たすことを求

め反対討論を終わります。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 
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  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第１号、上富田町個人情報保護条例の全部を改正する条例を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大石哲雄） 

  起立多数であります。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第２ 議案第２号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第２ 議案第２号、上富田町情報公開・個人情報保護審査会条例について質疑を

行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第２号、上富田町情報公開・個人情報保護審査会条例を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
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（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第３ 議案第３号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第３ 議案第３号、上富田町情報公開条例の一部を改正する条例について質疑を

行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第３号、上富田町情報公開条例の一部を改正する条例を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第４ 議案第４号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第４ 議案第４号、上富田町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例につい

て質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 
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○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第４号、上富田町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例を採決し

ます。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第５ 議案第５号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第５ 議案第５号、上富田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第５号、上富田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
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を定める条例の一部を改正する条例を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第６ 議案第６号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第６ 議案第６号、上富田町国民健康保険条例の一部を改正する条例について質

疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第６号、上富田町国民健康保険条例の一部を改正する条例を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第７ 議案第７号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第７ 議案第７号、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

質疑を行います。 
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  質疑ありませんか。 

  ９番、吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  国民健康保険協議会の会議録を見ると、委員の方が、３，０００万円の基金を使って

いるが、モデルケースの所得２５１万円、４０歳代夫婦で未成年の子供２人の４人世帯

で固定資産税５万円の場合、令和５年度年間４１万５，３００円になり、昨年より３万

９，２００円上がることになる。その前の年には６万５，０００円ぐらい上がってない

か。令和３年度から２年間で１０万上がることになる。これは物すごくきつい負担にな

ると発言しています。コロナ禍に加えて、物価高騰の上に給料が上がらないという大変

な状況で、国保税が上がると生活に支障が出ます。 

  和歌山県国保運営方針には、保険事業に関わる費用についての繰入れなどの決算補塡

目的以外のもの、各市町村の政策により積極的に行われるものへの法定外の一般会計か

らの繰入れは行ってよいとしています。 

  令和５年度の予算案を見ると、町民税で３，６００万円の増加、固定資産税で市ノ瀬

の太陽光パネルの固定資産税の１億６，０００万円増加を見込んでいます。１８歳以下

の子供の均等割免除を行う費用は約８５０万円です。町民税と固定資産税を合わせた増

加額、見込額の５％にもなりません。 

  私は、まず１年緊急的に約８５０万円を一般会計から繰り入れ、１８歳以下の子供の

均等割免除を行うべきであるとの見解ですが、町長はどのように考えますか。 

○議長（大石哲雄） 

  暫時休憩します。 

───────────── 

休憩 午前１０時０８分 

───────────── 

再開 午前１０時０９分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  答弁願います。 

  町長、奥田君。 

○町長（奥田 誠） 

  お答えします。 

  この間の予算審査特別委員会の中でも答弁させていただきましたが、私としたら一般
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財源のほうからこの部分に持ち出すことも考えておりませんし、今の現状で賦課割合の

変更はございません。その中で全体的にこの提案理由を書かせていただいておりますが、

県統一に向けた賦課割合の変更が必要であること、また、国民健康保険事業運営に必要

な財源の確保のため本案を提案するとさせていただいております。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  ９番、吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  県の統一にすることはその年までに行うということですので、その年までに行ったら

いいと思うんですけれども、ただ私が質疑しているのは、今年度は大変厳しい物価高の

中で繰入れが県もできるということであるので、今、行わないということはお聞かせ願

ったんですけれども、その理由が財政的なことなのか、必要がないという考えなのか、

どのような観点からそれが必要ないか判断されたのかをお聞かせ願えますか。 

○議長（大石哲雄） 

  町長、奥田君。 

○町長（奥田 誠） 

  この部分については、やはり県の統一に向けた賦課割合の変更のため、そして、あと

実際、基金をちょっと残しておく必要があるためで、３，０００万円の取崩ししかでき

ていない状況なんで、それ以上についてはすることはできないと考えております。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  今、基金を今後も統一までの間に使っていきたいと、それはちょっとあれですけれど

も、理解は一定できるんです。だからこそ、私は一般会計から、県が否定していないん

だから、子育ての観点で緊急的に今年度に限ってのみ、まず、そういうことを行わない

理由というのは、県統一のことはそれはそれでその年までにやればいいわけですから、

今年度に限って、今、物価が物すごく上がっている中で政策的にやらない理由というの

はどういう理由からなのかというのをお聞かせ願いたいんです。 

○議長（大石哲雄） 

  町長、奥田君。 

○町長（奥田 誠） 

  今の質問なんですけれども、国保だけの部分の予算で、その部分をするということで、
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子育て世帯の関係であれば、令和５年度の一般会計の中でも子育て世帯の応援給付金、

妊娠と出産の部分のそういうところも、国の分の上乗せで２万５，０００円、２万５，

０００円の５万円を上乗せするような子育て世帯の予算も取っておりますので、そうい

うところでも、国保だけじゃなしに全体の予算を見れば、この部分については私はする

必要がないと思っております。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ございませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

  まず、反対討論の発言を許します。 

  ９番、吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  議案第７号、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に対する反対討論を

します。 

  この条例の均等割の負担率は昨年より増え、所得割、平等割の負担率も、医療保険分、

後期高齢者支援分で増えています。前年度に比べて１人平均１万円の負担増となる見込

みです。 

  和歌山県国保運営方針には、保健事業に係る保険費用についての繰入れなどの決算補

塡等目的以外のもの、各市町村の政策により積極的に行われるものへの法定外の一般会

計からの繰入れは行ってよいとしています。 

  コロナ禍に加えて、物価高騰の上に給料が上がらないという大変な状況です。国保加

入者の多くが低所得者であることを考え、まず１年、緊急的に子育て支援の観点から、

一般会計から約８５０万を繰り入れて１８歳までの子供に係る均等割の全額免除に踏み

切ることも必要ではないかと考えます。 

  よって、議案第７号、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に反対しま

す。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 
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  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第７号、上富田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を採決しま

す。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大石哲雄） 

  起立多数であります。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第８ 議案第８号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第８ 議案第８号、上富田町一般廃棄物中間処理施設整備事業費準備基金条例に

ついて質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第８号、上富田町一般廃棄物中間処理施設整備事業費準備基金条例を採
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決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  １０時３０分まで休憩します。 

───────────── 

休憩 午前１０時１６分 

───────────── 

再開 午前１０時２７分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第９ 議案第９号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第９ 議案第９号、令和４年度上富田町一般会計補正予算（第６号）について質

疑を行います。 

  歳入歳出一括でお願いします。 

  ９番、吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  １点目、６ページなんですけれども、この間、予算委員会でもお聞きしたんですけれ

ども、詳しくお聞きできなかったのでお聞きしたいんですけれども、これ、１年分が１，

３００万円で、あのときはし尿処理費と天然芝のこと等が中心で１，３００万と話され

たと思うんですが、詳しくし尿処理費が幾らで芝が幾らなのかというのと、前の契約が

幾らで今回の芝の契約については幾らになっているのか、それで、金額以外契約で変わ

っているようなところがあるんだったら、ちょっと教えていただきたいというのが１点

目です。 

  それと、２３ページのさわやか上富田まちづくり基金繰入金というのが３，２８０万

になっておるんですけれども、これは当初の予算よりも増やしたということなんですけ

れども、何に使われたのかというのが、もしあるなら教えていただきたいということと、

３５ページの会計年度任用職員の報酬が１，２００万円減額になっておられるんですけ
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れども、この減額がなぜ起こったのかお聞かせ願いたいと。 

  それと、４５ページに委託料のところで指定管理料が９２４万減額になって、増額が

９２４万となってゼロになっておるんですけれども、これがちょっと意味が、どういう

経過で、この内容説明をお願いしたいというのと、５１ページの図書購入費が４０万減

額になっておると思うんですけれども、児童用図書ですね。これ、なぜ予算どおり買わ

ずに減額されているのかお聞きしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  平尾君。 

○振興課長（平尾好孝） 

  お答えします。 

  まず初めに、６ページの体育施設指定管理料の増額分につきましては、先ほどおっし

ゃられたとおり、令和５年度から令和７年度、年１，３００万の３，９００万、新たな

負担行為額であります。 

  これは、当初、令和３年度に指定管理を契約したときに、令和４年度から令和７年度、

それぞれ年間２，３００万の契約で、その４年間の債務負担行為を組んでいました。債

務負担行為というのは、その限度を定める額ということで、その限度を超える場合は、

新たな負担行為を結ばなければならないというふうになっておりますので、それを新た

な協定書に基づいて、また新たな負担行為を起こしたということであります。 

  順序が逆になるんですが、まず４５ページの９２４万円、この増減についての質疑も

あったと思うんです。これについては、今、言われたように、上限額２，３００万を超

えた部分がこの９２４万円になりますので、新たな協定書に基づく新たな負担行為に基

づく振替をしているんです。今ここに２，３００万の協定書があって負担行為額もある。

新たにそれを超えた部分は、再度新たな増額分として上げさせてもらった、振り替えさ

せてもらったということであります。当初のときは、それをがっちゃんこしてやってい

たんですけれども、それをちゃんと明確に分けたということであります。 

  この９２４万の内訳です。内訳につきましては、当初の予算委員会の中でも説明はさ

せてもらったんですけれども、食育交流センターの振替分、これが１２４万１，０００

円。これ、何で振り替えるかという説明はさせてもらったんで、今日は省略させてもら

います。あと浄化槽のくみ取り、これが７０１万円。これもそもそもは一般管理費の普

通の科目で出していたのを、同じこの指定管理の中に含むということで、これも。だか

ら、全体の金額はこの部分については変わっていません。残り９８万９，０００円、こ

れについては物価高騰による芝生の管理も含めての分になります。 
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  この芝生の管理の幾らから幾らになったかという詳細は、今、手持ちに持ち合わせて

いませんので、また後ほど吉本議員に提出させていただきますが、芝生の肥料とか水代

とかそういった部分で、電気代も含めてもそうですけれども、増えてきたということに

なっています。 

  これにつきましては、令和５年度、令和６年度、令和７年度についても同額を見込ん

で、その分の債務負担行為も組ませていただいておりますが、これも予算委員会の中で

も説明をさせてもらいましたが、そのときそのときの物価とか、社会情勢に応じて、今、

限度額は押さえていますけれども、それだけ要らない場合もありますので、その情勢に

応じて協定を結んでいきたいというふうに考えております。 

  それと、ふるさと納税の関係の２３ページのさわやか上富田まちづくり基金の繰入金

３，２８０万円の内訳ですけれども、１点は、ふるさと納税の返礼品に係る金額として

２，２２０万円、それと、基金の取扱い手数料、これが１，２６０万円、これは２９ペ

ージの歳出のほうに同じ金額が載っております。２９ページ見ていただけたら、記念品

代とさわやか上富田町づくり寄付金取扱手数料ということで、こちらのほうに同じ金額

を計上させていただいております。 

  残りは青少年育成町民会議１００万円の減ということになっております。これ、都市

との交流事業をしなかったということで下ろしています。それともう１点は体育協会の

１００万円、これも減とさせてもらっています。これはマラソンが実施できなかったと

いうことで、それに充てる費用としていましたが、それを落とさせてもらう。全部プラ

ス・マイナスで３，２８０万ということになっております。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  芝君。 

○福祉課副課長（芝 健治） 

  ３５ページの件についてお答えいたします。 

  こちらは保育所費の報酬ということで、会計年度任用職員の報酬でございますが、当

初予算の編成時、大体いつも１月、２月頃になるわけですけれども、それと保育所の入

所決定の時期、児童の入所決定の時期とは大体同時期ということになります。その時点

においてはまだクラスの編成を見た予算計上というものはこれはなかなか不可能という

こともありまして、おおむね両園で１億円程度の大きめの金額で計上しているところが

あります。 

  そうした中で、今回、残額について減額をさせていただいたというところでございま

す。去年よりもおおむね４００万円程度多く決算見込みとはなっておるということを申
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し添えたいと思います。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  平岩君。 

○教育委員会事務局副局長（平岩 晃） 

  お答えをいたします。 

  児童用図書購入費の４０万円の減額の内訳でございます。こちらの金額については、

１２月の補正予算におきまして、岩田小学校の図書の充実にということで地元の方から

寄付をいただいたということで、１００万円補正予算を計上させていただいた経緯がご

ざいます。 

  これについては、図書の司書を中心に、児童書の充実を図るために適時計画的に購入

を行っていっているところです。これにはかなり時間と、図書館司書については週１回

そちらの小学校に出向いておりますので、ちょっと時間的なところが十分この１００万

円消化と、使い切るというところはちょっと難しい現状もございます。 

  さらに、加えて児童の意見とか要望も聞きながら計画的にもう少しじっくりと時間を

かけながら行いたいと、１２月以降の限られた期間でありましたので。こちらふるさと

寄付金を活用した事業になります。令和５年度以降、またこちらの基金を活用して購入

をしていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  保育所の職員をその時点で入れるのが、多めに予想して職員を見込んでいたというこ

とで、確定したら、それほど入れる必要がなくなったから、会計年度任用職員の数が減

ったという認識でよろしいんですか。 

○議長（大石哲雄） 

  芝君。 

○福祉課副課長（芝 健治） 

  お答えします。 

  おっしゃるとおりでございます。 

  あと、保育所の一人一人の会計年度の職員さんにおいては、例えば半日だけ来られる

という方もおられたりしますので、一概にはなかなか人数分とその金額とは一致しない

ということも、何とぞご理解いただければと思います。 
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  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  よろしいか。 

○９番（吉本和広） 

  はい。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ございませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これで討論を終了します。 

  これより議案第９号、令和４年度上富田町一般会計補正予算（第６号）を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議はございませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１０ 議案第１０号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１０ 議案第１０号、令和４年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算

（第３号）について質疑を行います。 

  一括でお願いします。 

  質疑ございませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 
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  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第１０号、令和４年度上富田町特別会計国民健康保険事業補正予算（第

３号）を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１１ 議案第１１号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１１ 議案第１１号、令和４年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算

（第２号）について質疑を行います。 

  歳入歳出一括でお願いします。 

  質疑ございませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第１１号、令和４年度上富田町特別会計後期高齢者医療補正予算（第２

号）を採決します。 
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  本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１２ 議案第１２号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１２ 議案第１２号、令和４年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第

２号）について質疑を行います。 

  歳入歳出一括でお願いします。 

  １１番、松井君。 

○１１番（松井孝恵） 

  ７ページの右側の一番下の墓地使用料返還金２７万６，０００円とあるんですけれど

も、こういうご時世ですので、今後の見込みとしたらどんなふうになっていくのかなと、

どう考えているのかお聞きします。これ、墓地を売ったお金というのをプールしておい

ていないですよね。だから、どんな形になっていくのかなということをお答えください。 

○議長（大石哲雄） 

  栗田君。 

○建設課長（栗田信孝） 

  お答えいたします。 

  この予算の件ですけれども、墓地使用料３件分です。墓地に係る際に永年使用料を支

払い、必要がなくなり返還する際に、永年使用料の半額を町が個人に返還するものでご

ざいます。今回につきましては、１平米当たり６万円で３件分、９．１７平米の半額分

を計上してございます。 

  今後についてですけれども、この規約に基づいて随時進めていきたいと考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（大石哲雄） 

  よろしいか。 

○１１番（松井孝恵） 

  はい。 

○議長（大石哲雄） 
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  ほかに質疑ございませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第１２号、令和４年度上富田町特別会計宅地造成事業補正予算（第２

号）を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１３ 議案第１３号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１３ 議案第１３号、令和４年度上富田町特別会計奨学事業補正予算（第１

号）について質疑を行います。 

  歳入歳出一括でお願いします。 

  質疑ございませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 
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  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第１３号、令和４年度上富田町特別会計奨学事業補正予算（第１号）を

採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１４ 議案第１４号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１４ 議案第１４号、令和４年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予算

（第２号）について質疑を行います。 

  歳入歳出一括でお願いします。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第１４号、令和４年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予算（第

２号）を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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─────────────────────────────────────────── 

△日程第１５ 議案第１５号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１５ 議案第１５号、令和４年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算

（第２号）について質疑を行います。 

  歳入歳出一括でお願いします。 

  質疑ございませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第１５号、令和４年度上富田町特別会計公共下水道事業補正予算（第２

号）を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１６ 議案第１６号～日程第２４ 議案第２４号 

○議長（大石哲雄） 

  これより日程第１６ 議案第１６号、令和５年度上富田町一般会計予算から日程第２

４ 議案第２４号、令和５年度上富田町特別会計朝来財産区予算まで９件を一括議題と

いたします。 

  当初予算の件につきましては、予算審査特別委員会においてご審議をいただいており

ます。提出のありました委員会審査報告書はお手元に配付しておりますので、事務局長

より朗読させます。 
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  事務局長。 

○事務局長（樫山裕子） 

  朗読いたします。 

  令和５年３月２０日、上富田町議会議長大石哲雄様。 

  予算審査特別委員会委員長山本哲也。 

  委員会審査報告書。 

  令和５年第１回（３月）定例会において本委員会に付託された各会計の予算案につい

ては、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第７７条の規定により報告しま

す。 

  記。 

  １、議件。 

  議案第１６号、令和５年度上富田町一般会計予算から議案第２４号、令和５年度上富

田町特別会計朝来財産区予算までの９件。 

  ２、審査結果。 

  議案第１６号から議案第２４号までを原案可決とする。 

  ３、審査年月日。 

  令和５年３月３日、令和５年３月１４日、令和５年３月１５日。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  次に、本案に対する委員長の報告を求めます。 

  委員長、５番、山本哲也君。 

○５番（山本哲也） 

  おはようございます。 

  ただいま議題となりました議案第１６号、令和５年度上富田町一般会計予算から議案

第２４号、令和５年度上富田町特別会計朝来財産区予算までの９議案につきまして、予

算審査特別委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。 

  議案第１６号から議案第２４号までの９議案は、去る３月３日に当予算審査特別委員

会に付託され、３月１４日、１５日の２日間で当局から説明を受け、その後、質疑、討

論、採決を行いました。 

  その結果、付託された９議案のうち、議案第１６号から議案第２０号までの５議案に

ついては、賛成多数により可決すべきものとしました。 

  また、議案第２１号から議案第２４号までの４議案については、全会一致により全て

原案のとおり可決すべきものといたしました。 
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  各議案審査の過程においては、前年対比による増減理由、主な事業に関する説明書に

より新規事業などの内容及び効果や積算根拠をただし、財政の健全性は確保されている

か、行政の効率化・能率化は図られているか、また、決算審査の指摘事項などが予算に

反映されているかどうかなど、質疑、提言は広範にわたりました。 

  一般会計の総額は７０億４００万円で、前年対比４，７００万円の増という過去最高

の予算規模となりました。主な事業である岡地区公園整備事業、なのはな保育所改修事

業、防災・安全交付金事業、電子黒板購入事業、（仮称）南紀の台・パブリック地区コ

ミュニティセンター建設事業等に係る費用の計上が予算増額の要因となっています。 

  総括的には、厳しい財政状況でありながらも、町単独で行う給付金事業を含む出産・

子育て応援交付金事業や物価高騰分を町負担とする学校給食運営事業費の増額等、積極

的な予算編成であると考えるところです。 

  新年度予算の執行につきましては、委員会において可決の議決を得たことの重みをし

っかりと受け止めていただき、新年度予算の執行につきましては、予定事業の推進に当

たるとともに、今後も予算の精査に努められることを強く要望して、委員長報告といた

します。 

○議長（大石哲雄） 

  以上をもって委員長の報告を終わります。 

  これより委員長報告に対する質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより議案ごとに討論、採決を行います。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１６ 議案第１６号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１６ 議案第１６号、令和５年度上富田町一般会計予算について討論を行いま

す。 

  討論ありませんか。 

  まず、反対討論の発言を許します。 

  ９番、吉本君。 

○９番（吉本和広） 
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  議案第１６号、令和５年度上富田町一般会計予算に対する反対討論を行います。 

  福祉政策で、安心して住み続けるために、デマンド型コミュニティバスによる移動手

段を確保することと、防災対策として無料で戸別受信機の貸出しを行うこと、町が５万

円を上乗せして出産・子育て応援交付金事業などを行うことは評価できます。しかし、

地球温暖化対策としてＣＯ２を削減する事業はほぼありません。商工費のスポーツセン

ター等管理費が増額され、広く町外の方への取組となっています。当町において経済波

及効果を期待しての地方創生ですが、立ち止まって検証されているでしょうか。 

  その一方で、町内に目を向けたとき、国保の均等割が大幅に値上げされる下で、子育

て世代の負担が大きく増えています。赤字補塡以外の町の政策による繰入れは禁止され

ていませんが、そのような対応がなされていません。コロナ禍と物価高騰の中で、経営

が大変になっている中小零細事業者への町独自の助成が今後も必要だと思います。 

  また、公立保育所では、会計年度任用職員は約３分の２を占め、保育士が確保できず、

待機児童が出る状況です。保育を民営化するのではなく、正職員を増やす必要があると

思います。 

  上富田町は類似団体に比べて会計年度任用職員が多く、正職員の負担は大きいと思い

ます。改善は見られますが、まだまだ不十分です。また、会計年度職員の処遇改善も不

十分です。そういったことへの対応が見られないことから、議案第１６号、令和５年度

上富田町一般会計予算に反対します。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

  １番、井渓君。 

○１番（井渓港斗） 

  議案第１６号、令和５年度上富田町一般会計予算に対する賛成討論を行います。 

  ２日間の予算審査特別委員会において、全ての予算、事業内容をつぶさに審査した結

果、各担当課の掲げる諸事業への意欲と町行政全般のエネルギーの高さを感じ、各事業

の裏打ちにふさわしい予算であると思います。 

  まず、町長の掲げる子育て支援重視の予算内容ですが、妊娠・出産時に合わせて国の

事業に町独自で各２万５，０００円上乗せ給付する予算７５０万円の計上があり、おた

ふく風邪ワクチン接種費用の一部助成７０万５，０００円、学校給食費の食材高騰分の

町負担約６００万円を計上、また、学校教育の設備では、電子黒板を小・中学校に配置

する予算１，２３０万円、なのはな保育所の認定こども園に向けてハード面、ソフト面

での取組があり、その改修・設計及び工事費で１，８６０万円の計上があります。 
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  また、本年度予算に計上されていませんが、１８歳までの子ども医療費無料化に向け

て、任期中に何らかの形で実施したいと、中井議員の一般質問に一歩踏み込んだ町長答

弁をされました。全ての子供の命を尊び、そして、その成長を支えるという町の行政姿

勢を鮮明に表わした予算となっています。 

  また、まちを元気に活性化するスポーツ振興の中の大きなイベントの一つである紀州

口熊野マラソンを４年ぶりに開催するための予算を計上、長年、地域の皆さんの願いで

ありました（仮称）南紀の台・パブリック地区コミュニティセンターの設計監理も計上

され、地域住民のコミュニティーの拠点に、また、防災及び災害時における拠点として

多目的な機能を備えた施設となります。 

  その他、ふるさと納税の寄付金は２億円も計上、あるいは５０歳以上の帯状疱疹ワク

チンの接種費用の一部助成等も計上されています。 

  総じて約７０億円余りの過去最大の予算となっていますが、事務事業の遂行に当たっ

ては、いま一度無理・無駄がないか検討し、なお一層住民サービスの向上に努めていた

だくことを注文して賛成討論といたします。 

○議長（大石哲雄） 

  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第１６号、令和５年度上富田町一般会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  お諮りします。 

  この予算は委員長報告のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大石哲雄） 

  起立多数であります。 

  よって、本案については可決することに決しました。 

─────────────────────────────────────────── 
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△日程第１７ 議案第１７号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１７ 議案第１７号、令和５年度上富田町特別会計国民健康保険事業予算につ

いて討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  まず、反対討論の発言を許します。 

  ９番、吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  議案第１７号、令和５年度上富田町特別会計国民健康保険事業予算に対する反対討論

をします。 

  新政度の下でも賦課徴収の権限が上富田町にある中、令和５年度の上富田町の国保税

率は、県が示す標準保険税率とせず、国保基金積立金３，０００万円の取崩しで軽減措

置を講じていますが、均等割の負担率は昨年より増え、所得割、平等割の負担率も医療

保険分、後期高齢者支援金分で増えています。前年度に比べて１人平均約１万円の負担

増となる見込みです。 

  モデルケースの所得２５１万円、４０歳代夫婦で、未成年の子供２人の４人世帯で固

定資産税５万円の場合、令和５年度年間４１万５，３００円となり、昨年より３万９，

２００円上がることになります。この２年間で約１０万円上がることになります。 

  コロナ禍と物価高騰の中、給与も上がらず、生活が大変な状況となっています。一般

会計から法定外繰入れは禁止されていません。国保加入者の多くが低所得者であること

を考え、子育て支援の観点からも、令和５年度、まず１年、緊急的に法定外繰入れを行

い、１８歳までの子供に係る均等割の全額免除に踏み切ることも必要ではないかと思い

ます。 

  よって、令和５年度上富田町特別会計国民健康保険事業予算に反対します。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 



－ 145 － 

  反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第１７号、令和５年度上富田町特別会計国民健康保険事業予算を採決し

ます。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  お諮りします。 

  この予算は委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大石哲雄） 

  起立多数であります。 

  よって、本案については可決することに決しました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１８ 議案第１８号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１８ 議案第１８号、令和５年度上富田町特別会計後期高齢者医療予算につい

て討論を行います。 

  討論ありませんか。 

  まず、反対討論の発言を許します。 

  ９番、吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  議案第１８号、令和５年度上富田町特別会計後期高齢者医療予算に対する反対討論を

行います。 

  後期高齢者医療保険制度は、７５歳以上を別枠の医療保険に囲い込み、痛みを感じて

もらうと始まった医療制度です。保険料は２年に１回見直しされ、低所得者に対して均

等割の軽減割合が令和３年度以降は軽減特例が廃止され７割軽減となり、まさしく高齢

者に痛みを感じてもらう政策となっています。 

  昨年１０月から年収で単身２００万円以上、夫婦世帯で３２０万円以上に対し、医療

費の２割負担が実施されました。窓口負担２割になる方が令和５年３月末で２８２人と

なっています。 

  高齢になれば、医療にかかることが増えるのは当然です。複数の治療を行っている方

も多く、医療費が２倍となり大きな負担となっています。高齢者の収入に占める医療費

負担の割合は、若い世代に比べて３倍から４倍程度と高くなります。 

  マクロ経済スライド調整率が年金水準を引き下げるため、年金支給額は、実質的には
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目減りしています。物価が高騰する中、少ない年金だけでの生活では医療抑制が起こり、

重症化を招きます。よって、議案第１８号、令和５年度上富田町特別会計後期高齢者医

療予算に反対します。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第１８号、令和５年度上富田町特別会計後期高齢者医療予算を採決しま

す。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  お諮りします。 

  この予算は委員長報告のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大石哲雄） 

  起立多数であります。 

  よって、本案については可決することに決しました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第１９ 議案第１９号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第１９ 議案第１９号、令和５年度上富田町特別会計介護保険予算について討論

を行います。 

  討論ありませんか。 

  まず、反対討論の発言を許します。 

  ９番、吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  議案第１９号、令和５年度上富田町特別会計介護保険予算に対する反対討論を行いま
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す。 

  介護保険料は第８期の３年目です。低所得者保険料軽減措置が実施されていますが、

年金生活者は年収の約１か月分が有無も言えない年金天引きとなっています。 

  また、令和３年８月より食事代等の補足給付費が改正されました。特に、第３段階の

施設入所者は、月に食費が２万円以上上がるという負担増となりました。月１０万円の

年金の方がユニット型に入所すると、居住費、食費、自己負担額、介護保険料合わせて

平均月１１万１，０００円となり、年金１０万円を超える負担となります。これに加え

て、おむつ代や洗髪代、衣服費、病気になれば医療費が必要となります。 

  高齢になれば、ショートステイや施設入所が必要になるのは当然です。しかし、補足

給付費の改正によって安心して活用できない状況です。安心して介護の利用ができる予

算になることを願って、議案第１９号、令和５年度上富田町特別会計介護保険予算に反

対します。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第１９号、令和５年度上富田町特別会計介護保険予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  お諮りします。 

  この予算は委員長報告のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大石哲雄） 

  起立多数であります。 

  よって、本案については可決することに決しました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第２０ 議案第２０号 
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○議長（大石哲雄） 

  日程第２０ 議案第２０号、令和５年度上富田町特別会計宅地造成事業予算について

討論を行います。 

  討論ありませんか。 

  まず、反対討論の発言を許します。 

  ９番、吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  議案第２０号、令和５年度上富田町特別会計宅地造成事業予算に対する反対討論を行

います。 

  宅地造成事業は減額に努力されていますが、繰上げ充用での対応となっています。今

後は町の保留地の売却に計画的に取り組み、毎年行われている繰上げ充用額の減額にさ

らに努められるよう発言し、議案第２０号、令和５年度上富田町特別会計宅地造成事業

予算に反対します。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  賛成討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第２０号、令和５年度上富田町特別会計宅地造成事業予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  お諮りします。 

  この予算は委員長報告のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大石哲雄） 

  起立多数であります。 

  よって、本案については可決することに決しました。 

─────────────────────────────────────────── 
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△日程第２１ 議案第２１号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第２１ 議案第２１号、令和５年度上富田町特別会計奨学事業予算について討論

を行います。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第２１号、令和５年度上富田町特別会計奨学事業予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  お諮りします。 

  この予算は委員長報告のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案については可決することに決しました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第２２ 議案第２２号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第２２ 議案第２２号、令和５年度上富田町水道事業会計予算について討論を行

います。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第２２号、令和５年度上富田町水道事業会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  お諮りします。 

  この予算は委員長報告のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 



－ 150 － 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案については可決することに決しました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第２３ 議案第２３号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第２３ 議案第２３号、令和５年度上富田町下水道事業会計予算について討論を

行います。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第２３号、令和５年度上富田町下水道事業会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  お諮りします。 

  この予算は委員長報告のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案については可決することに決しました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第２４ 議案第２４号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第２４ 議案第２４号、令和５年度上富田町特別会計朝来財産区予算について討

論を行います。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第２４号、令和５年度上富田町特別会計朝来財産区予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  お諮りします。 
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  この予算は委員長報告のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案については可決することに決しました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第２５ 議案第２５号 

○議長（大石哲雄） 

  続きまして、日程第２５ 議案第２５号についてを議題といたします。 

  上大中清掃施設組合規約の変更について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第２５号、上大中清掃施設組合規約の変更についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩します。 

───────────── 

休憩 午前１１時１２分 

───────────── 

再開 午前１１時３４分 

───────────── 
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○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  １３時３０分まで昼食休憩といたします。 

───────────── 

休憩 午前１１時３４分 

───────────── 

再開 午後 １時２７分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  税務課、笠松課長から、午後からの会議について欠席届が出ております。 

  お諮りします。 

  ただいま町長から、議案第２８号、令和５年度上富田町一般会計補正予算（第１号）

が提出されております。 

  これを日程に追加し、追加日程第１として議題にしたいと思います。ご異議ございま

せんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

─────────────────────────────────────────── 

△追加日程第１ 議案第２８号 

○議長（大石哲雄） 

  追加日程第１ 議案第２８号、令和５年度上富田町一般会計補正予算（第１号）を議

題といたします。 

  当局より提案理由の説明を求めます。 

  町長、奥田君。 

○町長（奥田 誠） 

  本日、追加議案として、議案第２８号、令和５年度一般会計補正予算（第１号）を提

案させていただきます。 

  これは、先ほどご承認賜りました令和５年度一般会計当初予算の編成中には確定して

おらなかった案件が２つ確定し、いずれも早急な執行が求められていることから、本定

例会に補正予算として提出するものです。 

  一つは、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種についてであります。 
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  令和５年３月７日に、厚生科学審議会（予防接種・ワクチン分科会）において、令和

５年度のワクチン接種体制が決定されたことを受け、本町においても令和５年度にワク

チン接種を実施するための事業費約６，０００万円を措置いたしました。 

  もう一つは、下鮎川地区の災害復旧事業についてであります。令和３年８月の地滑り

により通行止めとしている下鮎川の町道一乗寺加茂線の災害復旧事業について、３月１

５日、１６日に国の災害査定を受け、査定額の決定をみました。これを受けて、早期復

旧に向けた災害復旧事業費約１億６，０００万円を措置いたしました。 

  詳細につきましては、担当より説明させますので、ご審議の上、ご承認賜りますよう

何とぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大石哲雄） 

  総務課副課長、目良君。 

○総務課副課長（目良大敏） 

  よろしくお願いいたします。 

  私からは、議案第２８号についてご説明いたします。 

  議案第２８号、令和５年度上富田町一般会計補正予算（第１号）。 

  令和５年度上富田町の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２億１，９１８万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７２億２，３１８万円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  地方債の補正。 

  第２条、地方債の追加は、「第２表 地方債補正」による。 

  令和５年３月２０日提出、上富田町長奥田誠。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」。 

  歳入でございます。 

  １５款国庫支出金、補正前の額に１億６，５７０万円を追加し、９億４，３４８万６，

０００円と定めております。 

  １項国庫負担金では、補正前の額に３，２６０万４，０００円を追加。 

  ２項国庫補助金では、補正前の額に１億３，３０９万６，０００円を追加。 

  １９款繰入金、２項基金繰入金では、補正前の額に２８万円を追加。 

  ２２款町債、１項町債では、補正前の額に５，３２０万円を追加。 
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  歳入合計では、補正前の額に２億１，９１８万円を追加し、７２億２，３１８万円と

定めています。 

  ３ページをお願いいたします。 

  歳出です。 

  ４款衛生費では、補正前の額に５，８９８万円を追加し、８億７，７７４万２，００

０円と定めています。 

  １項保健衛生費では、補正前の額に５，８９８万円を追加。 

  １０款災害復旧費では、補正前の額に１億６，０２０万円を追加。 

  ２項公共土木施設災害復旧費では、補正前の額に１億６，０２０万円を追加。 

  歳出合計では、補正前の額に２億１，９１８万円を追加し、７２億２，３１８万円と

定めています。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第２表 地方債補正」。 

  追加です。 

  ８、災害復旧事業、限度額を５，３２０万円と定めています。 

  起債の方法、利率、償還の方法につきましては、当初予算のものと変更ございません。 

  次のページをお願いいたします。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては、このページから７ページ

までは、恐れ入りますが、お目通しをお願いいたします。 

  各内訳につきましては、歳出からご説明いたしますので、１０ページをお願いいたし

ます。 

  ３、歳出。 

  ４款衛生費につきましては、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、令

和５年度の新型コロナウイルス感染症のワクチン接種体制が決定されたことを受け、接

種のための予算を措置するものです。 

  １項保健衛生費、２目予防費では、補正前の額に５，８９８万円を追加。 

  １節報酬から４節共済費及び８節旅費につきましては、ワクチン接種に従事する会計

年度任用職員と職員の報酬、手当などを計上しております。１０節需用費及び１１節役

務費につきましては事務費を措置。１２節委託料では、医療機関での接種や集団接種に

係る接種体制や接種業務委託料などを措置しております。 

  続きまして、１０款災害復旧費については、令和３年８月の地滑りにより通行止めと

なっている下鮎川町道一乗寺加茂線の災害復旧事業となります。 

  ２項公共土木施設災害復旧費、２目現年発生公共土木施設災害復旧事業費では、補正
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前の額に１億６，０２０万円を追加。 

  １２節委託料では、土砂の処分に当たって必要となる土壌検査費用を、１４節工事請

負費では、地滑りの災害復旧費用を措置しております。 

  主な工事内容としましては、土砂の撤去及びアンカー工４２本の対策などののり面対

策工となります。 

  次の１２ページから１３ページにつきましては、今回の補正に係る給与費明細書とな

りますので、恐れ入りますが、お目通しをいただきますようお願いいたします。 

  続きまして、歳入についてご説明いたしますので、８ページ、９ページをお願いいた

します。 

  ２、歳入です。 

  歳入につきましては、先ほど歳出でご説明した費用の財源を計上しております。 

  １５款国庫支出金、１項国庫負担金では、ワクチン接種に係る負担金を、２項国庫補

助金では、ワクチン接種及び災害復旧に係る補助金を措置してございます。 

  １９款繰入金では、必要となる一般財源分２８万円を財政調整基金から繰入れ。 

  また、２２款町債、１項町債では、災害復旧債を措置しております。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  歳入歳出一括でお願いします。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これで討論を終了します。 

  これより議案第２８号、令和５年度上富田町一般会計補正予算（第１号）を採決しま

す。 
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  本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第２６ 議案第２７号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第２６ 議案第２７号、上富田町固定資産評価審査委員会委員の選任について同

意を求める件を議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  町長、奥田君。 

○町長（奥田 誠） 

  私から、議案第２７号を説明させていただきます。 

  議案第２７号、固定資産評価審査委員会委員の選任について。 

  下記の者を、固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、地方税法第４２３条第

３項の規定により議会の同意を求める。 

  記。 

  住所、上富田町下鮎川。 

  氏名、廣井哲也。 

  生年月日、昭和２８年生まれ。 

  令和５年３月２０日提出、上富田町長奥田誠。 

  提案理由の説明をさせていただきます。 

  平成２９年４月より２期６年委員でありました上富田町下鮎川の廣井哲也氏が、本年

３月３１日をもって任期満了となります。 

  廣井氏につきましては、同委員として２期６年の経験と元役場職員として在職中には

税務課、総務政策課などの職務を歴任しており、固定資産評価について十分な知識と認

識があり適任であると考えておりますので、引き続き固定資産評価審査委員会委員とし

て務めていただきたいので、議会の同意を求めるものであります。 

  なお、任期につきましては、令和５年４月１日から令和８年３月３１日までの３年間

となります。よろしくお願いをいたします。 

  以上で私からの説明とします。 

○議長（大石哲雄） 
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  これより本件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第２７号、上富田町固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を

求める件を採決します。 

  本件はこれに同意することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本件はこれに同意することに決定いたしました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第２７ 発委第１号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第２７ 発委第１号、上富田町議会の個人情報の保護に関する条例を議題といた

します。 

  事務局長より朗読させます。 

  事務局長。 

○事務局長（樫山裕子） 

  朗読します。 

  発委第１号、上富田町議会の個人情報の保護に関する条例。 

  上富田町議会の個人情報の保護に関する条例を、別紙のように制定したいので、地方

自治法第１０９条第６項及び第７項並びに上富田町議会会議規則第１４条第２項の規定

により提出する。 

  令和５年３月２０日提出、上富田町議会運営委員会委員長松井孝恵。 
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  理由。 

  個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、上富田町議会における個人情報の保

護に関し必要な事項を定めるため、本案を提出する。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  本案について、委員長より提案理由の説明を求めます。 

  １１番、松井君。 

○１１番（松井孝恵） 

  上富田町議会の個人情報の保護に関する条例（案）についてご説明をいたします。 

  提案理由につきましては、個人情報保護に関する法律の一部改正に伴い、上富田町議

会における個人情報の保護に関し、必要な事項を定めるものでございます。 

  発委第１号の最終ページ、２０ページをご覧ください。 

  １、制定の趣旨として、社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「デー

タ流通」の両立、個人情報保護制度の国際的な調和を図ることを目的とした、デジタル

社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第３７号）の制定

により、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）が改正されたことで、

令和５年４月１日以降、議会は原則として改正法の適用対象外となることから、新たに

議会における個人情報の保護に関する条例を制定することといたしました。 

  ２、条例の内容につきましては、第１条から第３条に総則、第４条から第１６条に個

人情報の取扱い、第１７条に個人情報ファイル、第１８条から第４３条に開示、訂正及

び利用停止等、第４４条から第４６条に審査請求、第４７条から第５２条に雑則、第５

３条から第５７条に罰則を定めています。 

  ３、施行期日。 

  令和５年４月１日から施行するといたしました。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  これより本案について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  ９番、吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  まず最初に、５点質問いたします。 

  １点目は、憲法が保障する基本的人権は、第１１条で、「この憲法が国民に保障する

基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられ
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る」と規定している。 

  現行の町の個人情報保護条例は、基本的人権を擁護することを目的としている。しか

し、今回、議会が制定しようとしている個人情報保護条例は、「個人の権利利益を保護

することを目的とする」と規定している。違いは明らかである。 

  基本的人権は、生まれながらにして全ての国民に与えられた永久の権利、しかし、制

定される条例は、個人情報保護法が規定する法律の範囲でのみ個人の権利利益を保障す

ることになる。法律が変わることによって、権利利益の範囲や内容が変わる。今国会に

は、本人が申し出ない限り、金融機関の口座番号とマイナンバーカードがひもづけされ

る法案が提出されている。基本的人権の擁護と個人の権利利益の擁護には、決定的に大

きな違いがあるのではないか。 

  ２点目、議会の個人情報保護条例は、国の法律の適用を受けないのか。フリーハンド

で作成できるのか。現条例を使うことも可能か。今よりよいものを自分たちでつくれる

のか。 

  ３点目、議会が取り扱う個人情報にはどのようなものがあり、この条例によって具体

的な姿はどうなるのか。議会が扱う個人情報を個々に例示しながら説明していただきた

い。 

  ４点目、仮名加工情報と匿名加工情報の取扱いはどうなるのか。 

  ５点目、受けることが想定される仮名加工情報や匿名加工情報も、議会が使用する目

的が終了すれば廃棄する規定を設けるべきではないか。 

  以上５点、よろしくお願いします。 

○議長（大石哲雄） 

  １１番、松井君、答弁お願いします。 

○１１番（松井孝恵） 

  吉本議員さんの質疑にお答えしたいと思います。 

  まず最初に、基本的人権の擁護と個人の権利利益の保護には決定的に大きな違いがあ

るという質疑だったと思います。 

  そのご質疑について、まず、大前提として、条例の制定に当たっては憲法、その他の

法令に抵触しないことといった制限がございます。憲法は、我が国の最高法規であり、

法体系の頂点にあるものなので、条例が憲法に抵触してはならないのは言うまでもあり

ません。つまり、憲法の保障する基本的人権を公共の福祉を越えて制約するような規定

を設けることはできないと考えます。 

  当該条例案には、法令と同様に、基本的人権の擁護という直接的な記載はございませ

んが、個人情報を適正に取り扱うための措置を条例に定め、個人の権利を保護すること
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が基本的人権の擁護につながるものと考えているところでございます。 

  次に、２つ目の質疑にお答えいたします。 

  議会の個人情報保護条例は、国の法律の適用を受けないのか。それからフリーハンド

で作成できるか。それから、現条例を使うことも可能か。今よりよいものを自分たちで

つくれるかといったようなご趣旨だったと思います。 

  地方議会は、国会や裁判所と同様に、自立的な対応の下、個人情報の適切な取扱いが

図られることが望ましいことから、改正後の個人情報の保護に関する法律の共通ルール

からは除外されます。ですので、フリーハンド、すなわち、ほかからの制約を受けずに

作成できるのかということと、現行の町の条例を使うことも可能かというようなことに

ついては、一般的な回答となりますが、さきに申し上げましたとおり、憲法や法律に違

反しない法令の範囲内であれば可能だと考えております。 

  ただし、私たちは、この条例を制定するに当たり、住民の皆さんにとって混乱のもと

とならぬように、執行部と差異のない内容とすることを私たちは決めました。協議を行

ってきたことと、また、当該条例案の基となっているのは、全国町村議長会をはじめと

する３議長会、県と市と町村が総務省及び個人情報保護委員会事務局と協議の上、作成

をし、法律とそごがない内容であることが確認された条例（例）だということを申し上

げておきます。 

  それから、最後のご質問の今よりよいものが自分たちでつくれるのかということにつ

きましては、今よりよいものがどんなものなのかなということで、ちょっと具体的な内

容がお示ししていただいておりませんので、この点につきましては、今お答えはいたし

かねます。なお、条例の制定は、簡単なことではないという認識は持っております。 

  それから、３つ目、議会が扱う個人情報にはどのようなものがあって、この条例によ

って具体的な姿がどうなっていくか。議会が扱う個人情報を個々に例示しながら説明し

てくださいということでしたが、議会が扱う保有個人情報とは、議会事務局の職員が職

務上作成して、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、

議会が保有しているものをいい、例えば請願とか陳情の署名簿や参考人、公述人等に関

する情報などから、住民等から議会へ提出されたものや、傍聴人の受付票など、議会が

独自に取得した個人情報、あるいは、退職議員さんを含む議員の経歴などの情報、それ

から議会事務局職員の人事情報などが想定されるものだと思います。 

  この取扱いについては、例えば保有については、業務の遂行上必要な場合に限り、か

つその利用の目的を特定しなければならない、利用の目的の達成に必要な範囲を超えて、

個人情報を保有してはならない等としている第４条や、利用及び提供については、法令

に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、または
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提供してはならない等としている第１２条のように、当該条例案で規定された取扱いを

していくことになると思います。 

  それから、また議会では、保有個人情報のうち、本人の数が１，０００人以上のもの

については、個人情報ファイル簿を作成し、公表することになろうかと思います。 

  ほかにも当該条例案では、保有個人情報の漏えいや減失等の防止のため、安全管理措

置を取り、従事者の義務等を定めてございます。 

  次に、４つ目の仮名加工情報と匿名加工情報の取扱いについてのご質疑があったと思

います。 

  仮名加工情報とは、個人情報に含まれる記述等の一部を削除することや、個人識別符

号の全部を削除すること等により、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別するこ

とができないように加工している個人に関する情報をいいます。利用目的の特定が必要

となり、第三者への提供は原則禁止となっているものです。なお、仮名加工情報は、個

人を識別する目的で他の情報と照合することは禁止されます。 

  匿名加工情報も、特定の個人を識別することができないように加工している個人に関

する情報ですが、復元することができないようにしたものをいいます。改正法の経過措

置として、当分の間、都道府県及び指定都市を除く地方公共団体においては、行政機関

等、匿名加工情報を提供する義務はないとされています。また、当該制度においては、

１，０００人以上の個人ファイルが対象となっています。いずれも当該条例の第１５条、

第１６条に、それぞれの情報の取扱いに関わる義務が規定されておりますので、それに

従って取り扱うことになります。 

  最後の５つ目のご質問で、受け取ることが想定される仮名加工情報や匿名加工情報は、

使用する目的が終了すれば廃棄する規定を設けるべきではないかとのご質疑だったと思

います。 

  一般に、文書の保存年限は、その文書が属する業務に関する法律等により定められま

すので、仮名加工情報の提供を受けた場合も、基本的には町の規定や法律により定めら

れたものがある場合は、それに応じて取り扱うことになると考えています。 

  また、法定保存文書以外のものである場合は、提供者側から特に申出があった場合に

は、その取扱いについて協議し対応する可能性もあろうかと思っています。 

  また、匿名加工情報の適用を受ける場合には、相手方と行政機関等、匿名加工情報の

利用に関する契約書を締結することになると思いますので、契約書の中で、契約終了後

の措置等として、例えば情報を返却する、または情報を削除、処理する等と定めた場合

には、そのように取り扱うことになると思います。 

  このように文書によっては、法定保存文書、法令上の義務に基づいて保存が義務づけ
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られている場合や、契約により取扱いを定める場合もありますから、使用目的を達成し

たと判断したとき、もしくは、議長が別に定める保存期間が経過した後には、直ちにこ

れを廃棄しなければならないというような情報の取扱いを一律にする規定を盛り込むこ

とは少し難しいと考えております。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ございませんか。 

  ９番、吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  要配慮個人情報の性格から言えば、議会が要配慮個人情報を取り扱うことは想定され

ないので、議会としては、収集しないことを条例に明記できるのではありませんか。 

  もう一点目、扱う個人情報がほとんどない状況です。仮名加工情報と匿名加工情報も

議会として取り扱うことは想定されないのではないでしょうか。議会として作成しない

ことを明確に規定できるのではないでしょうか。 

  もう一点目、要配慮個人情報を収集しない。仮名加工情報と匿名加工情報を作成しな

い。受け取ることが想定される仮名加工情報や匿名加工情報も、議会が使用する目的が

終了すれば廃棄するとの規定を盛り込めば、扱う個人情報の少なさとも関わって、目的

に基本的人権の擁護を規定するのではないでしょうか。最小限の修正を加えれば、議会

の場合、基本的人権を擁護できるのではありませんか。 

  それと、先ほど１の質問で、憲法が守っているからと言われましたが、プライバシー

権は、本人が了解して初めて守られる権利だと思うんですね。だから、法律が変わると

プライバシー権は狭まっていく。先ほども町のあれで述べましたが、それがさっき言わ

せてもらったように、マイナンバーカードと銀行のことについて、結びつけてもよいと

いう回答を得なくても、不承認が返ってこなければ、もうオーケーされたとみなすとい

うことにおいては、プライバシー権等やっぱり大きな違いがあるのではないかと思うの

ですが、その点はいかがですか、４点お伺いします。 

○議長（大石哲雄） 

  暫時休憩します。 

───────────── 

休憩 午後 ２時００分 

───────────── 

再開 午後 ２時００分 

───────────── 
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○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  松井君。 

○１１番（松井孝恵） 

  吉本議員の質疑に答えたいと思います。 

  吉本さんからは、事前に質疑の内容もほとんどいただいておったのですけれども、打

合せは一切してございませんので、今聞き取れなかった部分もございますので、答えら

れなかった場合は、もう一度お願いしたいと思います。 

  まず、最初におっしゃったのは、要配慮個人情報を収集しないと規定すべきではとお

っしゃったと思いましたが、それでよろしいですか。 

  原則として、議員等の要配慮個人情報を本人の同意を得ずに収集することはありませ

んし、要配慮個人情報を議会が保有する具体的な事例というか、必要性は、現時点では

想定されないと考えます。 

  しかしながら、将来的にこうした情報の取得について、必要が生じた際に適切な対応

を取ることができる体制を整えておく、また、保有する個人情報の手続や取扱いに関し

て、執行部側と整合性を図るなどから、議会が要配慮個人情報を収集しない旨を規定す

ることは、今、適切ではないのかなと考えております。 

  それから、２つ目は、仮名加工情報と匿名加工情報については、議会として取り扱う

ことは想定されるかとおっしゃったと思うのですが、両者は全国町村議長会が個人情報

保護委員会及び総務省との協議の結果、議会が作出することは想定し難いと判断されて

おられますけれども、ただし、想定しているけれども、議会が受け取ることは想定され

るとのことから、条例にその取扱い等について定める必要があるため、定義をしたもの

でございます。 

  その具体的な内容はどうなのかと言われましても、ちょっとすぐに私も、専門家じゃ

ないので答えられないのですけれども、そのように今返答させていただきます。 

  それから、すみません、ちょっと待ってくださいね。 

  基本的人権の記載をするべきということだったですか。すみません、もう一回ちょっ

と聞いてよろしいですか。 

○議長（大石哲雄） 

  暫時休憩します。 

───────────── 

休憩 午後 ２時０４分 

───────────── 
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再開 午後 ２時０５分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

○１１番（松井孝恵） 

  基本的人権の擁護ということと、それから、権利等の保護ということでは大きな違い

があるのかということをまず考えてみたときに、確かに憲法に基本的人権と書いていて、

条例のほうにはそういったことは記述全くされてないです。ただ、いわゆるその個人情

報の中の保護という言葉の中に、私は、皆さんこれ議運でつくったのであれですけれど

も、私はプライバシーの権利も含まれていると思うのです。 

  ですから、この言葉の違いというか、私は私なりに考えたんですけれども、その擁護

とか保護とかという日本語のこの漢字のつくりというのは、この「護」という字が全部、

字がついていて、その前の漢字の意味を表すためによって、守るものの対象が決まって

くるのですけれども、私はこの個人情報の保護ということで、十分そのプライバシー権

もそこに含まれると私は解釈してきたのですが、それもこれ議会運営委員会で決めたこ

とですので、皆さんの個々の考え方は分かりませんけれども、私は含まれているんじゃ

ないのかな、それで守られるんじゃないのかなと思うのです。私の解釈はそういうこと

なのですけれども。あきませんか。 

○議長（大石哲雄） 

  よろしいか。 

  吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  私が質問しているのは、議会は、この法の適用外だということからいったら、法に規

定されることを盛り込む必要はないわけで、ですので、さっき言わせてもらったように、

法に従うということになると、さっき言ったプライバシーの権利がきちんと保障されな

いことが起こると。プライバシー権というのは、本人が初めて了解して成立するものが

プライバシー権です。だから、先程も言いましたように、本人が了解という文書を出さ

ないのに、届いてなかったらもう了解とみなすというような法律によって規定されてい

くというのは、本来のプライバシー権とは違うのではないかということで、どう考えて

いるのかという質問をさせてもらったんですよ。だから、その点について答えていただ

けたらと思うのと。 

  地方分権の時代なので、議会は、議会の仕組みを活用して、やっぱりそういうことが

きちんと制定できると思うので、その辺のことをお聞きしたいということです。 
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○議長（大石哲雄） 

  そういうことが起こるので、その辺のことと言われても、分かるか、質問。 

○９番（吉本和広） 

  起こったこと、さっき。 

○議長（大石哲雄） 

  明確に質問してください。明確に答弁しますから。 

○９番（吉本和広） 

  明確に言ってんけどな。明確なんやけど。 

○議長（大石哲雄） 

  暫時休憩します。 

───────────── 

休憩 午後 ２時０９分 

───────────── 

再開 午後 ２時０９分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  松井君。 

○１１番（松井孝恵） 

  吉本議員さんの質疑に答えたいと思います。 

  繰り返しになりますけれども、当該の条例案につきましては、法令と同様に基本的人

権の擁護というような直接的な記載はございませんけれども、個人情報を適正に取り扱

うための措置を条例に定めて、個人の権利利益を保護することが基本的人権の擁護につ

ながっているものと考えています。 

  当該条例案は、プライバシーの保護を含めた個人の権利利益を保護することを目的と

していると認識しています。つまり、私の考え方では、それはもう含まれているので、

きちんと守られるということです。そうでない、そうであるというのは、法解釈はちょ

っと厳密には私は分かりませんけれども、そういう専門家によって判断されなければ分

からないので、私どもは、まあ言えば個人の私が一人で単独で出したものではなくて、

議会運営委員会として、いわゆる皆さんに認めていただいて、代表として出させていた

だきましたから、私は、これは正当なものであると考えております。 

  それと、地方分権の時代に云々ありましたけれども、いわゆる上位法の枠を越えてつ

くることは適当ではないと考えます。というのは、下位の法律で、上位の法律の解釈を
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越えるような条文をつくりますと、自由にそういうふうに議会等でもつくれることにな

りますから、それは法としてはどうなのかな、日本の国としてどうなのかなと私は考え

ます。そういうことが乱発されますと、地方議会で、大変なことになろうかと思います

ので、この程度にとどめて、我々は行政側の個人情報に歩調を合わせ、また、町村議長

会からお示しのあった例どおりつくりましたので、それほど問題のある条例案になって

いるとは考えておりません。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  ほかに質疑ございませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

（｢動議」と吉本議員呼ぶ） 

○議長（大石哲雄） 

  吉本議員、何についての動議でございますか。 

○９番（吉本和広） 

  議題となっている上富田町議会の個人情報に関する条例に対する修正動議を、案を添

えて提出します。発議者は、私、１名です。 

○議長（大石哲雄） 

  動議が出ました。 

  暫時休憩します。 

───────────── 

休憩 午後 ２時１２分 

───────────── 

再開 午後 ２時１４分 

───────────── 

○議長（大石哲雄） 

  再開します。 

  ただいま吉本議員から提出されました動議は、所定の要件を満たしておりますので、

成立いたしました。 

  吉本議員から発委第１号、上富田町議会の個人情報の保護に関する条例に対する修正

案が提出されましたので、原案と併せて審議をいたします。 
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  お手元に配付しました発委第１号、上富田町議会の個人情報の保護に関する条例に対

する修正案について、提出者の説明を求めます。 

  ９番、吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  上富田町議会議長大石哲雄様。 

  発議者、上富田町議会議員吉本和広。 

  「発委第１号上富田町議会の個人情報の保護に関する条例」に対する修正動議。 

  上記の動議を、地方自治法第１１５条の３及び上富田町議会会議規則第１７条の規定

により別紙の修正案を添えて提出します。 

  修正理由。 

  全国町村議会議長会の条例案の体系を踏まえた上で、具体的に要配慮個人情報、仮名

加工情報、匿名加工情報の取扱いを定め、基本的人権の擁護に資することを目的として

上富田町議会の個人情報の保護に関する条例にする必要があることから修正案を提案す

るものです。 

  「発委第１号上富田町議会の個人情報保護に関する条例」に対する修正案。 

  「発委第１号上富田町議会の個人情報の保護に関する条例」の一部を次のように修正

する。 

  第１条中「権利利益を保護すること」を「基本的人権の擁護」に改める。 

  第９条中第２項を削り、同条に次の３項を加える。 

  ２、議会は、提供された仮名加工情報及び匿名加工情報については、使用目的を達成

したと判断したとき、若しくは議長が別に定める保存期間が経過した後には、ただちに

これを廃棄しなければならない。 

  ３、議会は、要配慮個人情報は収集しない。また仮名加工情報及び匿名加工情報は作

成しない。 

  ４、第１項の規定は、議会に係る個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務

を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。 

  第１０条中「前条第２項」を「前条第４項」に改める。 

  第５３条中「第９条第２項」を「第９条第４項」に改める。 

  修正案について説明します。 

  個人情報保護条例の最大の焦点は、第１条の目的にあります。 

  町の個人情報保護条例は、町民の基本的人権を擁護するとなっていますが、提案され

た議会の個人情報保護に関する条例では、個人の権利利益を保護するという規定に変更

されています。 
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  憲法１１条は、基本的人権について侵すことのできない永久の権利と規定し、これを

受けて、日本国憲法は、基本的人権を平等権、自由権、社会権、請求権、参政権の５つ

の分野で豊かに叙述しています。さらに、憲法制定以後、幾つかの新しい権利が基本的

人権として確立しています。プライバシーはその一つであり、憲法１３条、全て国民は

個人として尊重されるを根拠にして確立したものです。個人情報保護条例に関わるのは、

主にプライバシー権です。しかし、条例案はこのプライバシー権を含む基本的人権を守

ることを宣言せず、守るべき範囲を個人の権利利益の保護に狭めました。基本的人権を

守ることを法律と条例に書けない、ここに深刻な問題があります。 

  プライバシー権を守らない具体的な姿を紹介します。現行の個人情報保護条例は、収

集した個人情報の目的外使用を禁止しています。しかし、４月以降、法律と施行条例は

デジタル情報の結合を推進します。この考え方に基づいて、銀行の預金口座とマイナン

バーへのひもづけを自動的に行う法改正が今国会に提出されています。行政機関等が事

前通知し、一定期間に不同意の回答がなかったら、マイナンバーとともに銀行口座を国

に登録するというものです。プライバシー権を守るなら、当然、本人が同意しない限り

は登録しないとしなければなりません。このように、権利利益の保護は、法律が改正す

るたびに変化していきます。基本的人権の擁護から離れていく、ここに日本の個人情報

保護の最大の問題があります。 

  ただし、議会が取り扱う個人情報は少ない。また、議会は国会、裁判所と同様に、個

人情報保護法の適用外です。ここに、改善の余地があります。全国町村議長会が作成し

た個人情報保護条例案の説明では、議会が仮名加工情報や匿名加工情報を策定すること

は想定し難いと明言しています。また、要配慮個人情報の性格から言えば、議会が要配

慮個人情報を収集する必要はありません。今も収集していません。そうであるならば、

条例の中に、要配慮個人情報と仮名加工情報、匿名加工情報を議会は作成しないことを

宣言すべきです。 

  そこで、第９条の３に、議会は、要配慮個人情報は収集しない。また、仮名加工情報

及び匿名加工情報は作成しないを追加しています。 

  また、町村議会議長会の条例案では、仮名加工情報と匿名加工情報を受け取るケース

が想定されるので、規定を設ける必要があるという考えが示されています。私はそうや

って受け取った仮名加工情報や匿名加工情報は、使用目的を達成した場合は速やかに廃

棄すべきだと考えます。 

  そこで、第９条の２に、議会は、提供された仮名加工情報及び匿名加工情報について

は、使用目的を達成したと判断したとき、もしくは議長が別に定める保存期間が経過し

た後には、直ちにこれを廃棄しなければならないを追加しています。そのことによって、
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議会は、通常、仮名加工情報も匿名加工情報も保有しないという態度を貫けます。この

点を条例に明記すれば、議会は第１条の目的に、基本的人権の擁護を宣言できます。 

  そこで、第１条の個人の権利利益を保護することを目的とするを個人の基本的人権を

擁護するに変更しました。原案の第９条２が４になる関係で、第１項の規定に変更、ま

たは第５３条の９条の２項は４項に変更しました。 

  町村議会議長会の条例案の法体系を守りつつ、基本的人権を擁護する議会の個人情報

保護条例はつくれます。地方分権の名の下、議会の仕事として政策立案が求められてい

ます。この時代の要請に応え、条例に修正を加えることに議会の使命があることを強調

して、説明を終わります。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  １１番、松井君。 

○１１番（松井孝恵） 

  吉本議員に、お聞きします。 

  昨年来、我が議会において、この条例制定に向かって取り組んで、議会運営委員会で

策定するということを皆さんで決めてまいりました。 

  過日の議会運営委員会で、最終的に、もちろん吉本議員も構成委員であります。その

議会運営委員会で採決を行い、可決し、本日、議会の個人情報条例を上程することとな

りました。吉本議員さんには、当然、修正案を出す権利はございますが、その上で、数

点お聞きしたいと思います。 

  議会運営委員会の採決の結果については、どのようにお考えになられていますか。 

  ２つ目、我々賛成した議員の考え方に誤りがございますでしょうか。 

  ３つ目、議論の過程に吉本議員も参加されておられましたけれども、正式にそういっ

たことを述べてこられなかったのはなぜなのでしょうか。 

  以上３点、お答えください。 

○議長（大石哲雄） 

  ９番、吉本君、答弁願います。 

○９番（吉本和広） 

  私は、議会運営委員会で、今述べた要配慮個人情報は収集しない、それと、仮名加工

情報は作成しない、そして、先ほど言ったように、提供された仮名加工情報及び匿名加
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工情報については、使用目的が達成したと判断したとき、もしくは議長が別に定める保

存期間が経過した後に、直ちにこれを廃棄すべきだということは、委員会の場でも発言

させていただきました。 

  採決の際も、私は反対を投じさせていただきました。ですので、この場で修正案を提

案した次第です。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  １１番、松井君。 

○１１番（松井孝恵） 

  よく分かりました。私が聞き逃したのだと思います。 

  最初にお聞きした１番目と２番目の多数決の結果については、どのように思っておら

れますかということをひとつお答えしてほしいと思うのです。 

  それと、我々は賛成しましたけれども、いや、考え方が誤っているでというようなお

考えなのかどうかをお聞きしたいのです。 

○議長（大石哲雄） 

  まず、多数決の結果をどう受け止めるか。 

  ９番、吉本君。 

○９番（吉本和広） 

  ２点、お答えします。 

  多数決についてですけれども、全議員が参加しているわけではありません。 

  本会議で、やっぱりほかの人の意見も採決に加わるべき議案でありますので、ここで

述べて、参加しておられない議員さんがどう捉えるかという点で、修正案を出すことに

ついては何の問題もないと、議会の運営上、問題ないものだと思います。 

  もう一点については、私が言いたいのは、プライバシー権を守ろうとする場合には、

やっぱりこの条例では不適切だということです。だから、プライバシー権をきちんと守

るためには、私が提案したことをきちんとすることがプライバシー権を守ることにつな

がると、法律によって左右されることになるとプライバシーが守られないケース、私が

事例で示しましたけれども、そういうことが起こるということですので、やっぱり前の

条例ではしっかりプライバシー権を守るということがありましたので、私は前の条例の

趣旨を踏まえて、きちんとプライバシー権を守ると、そのためには法律に左右されて規

定が狭められたり、勝手に承認されているというようなことがないようにということで

提案したので、そういう趣旨です。 

  以上です。 
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○議長（大石哲雄） 

  よろしいか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

  まず、原案に対する賛成討論の発言を許します。 

  ６番、正垣君。 

○６番（正垣耕平） 

  発委第１号、上富田町議会の個人情報の保護に関する条例、原案に賛成討論をします。 

  まず、この条例は、先ほどからも述べられているとおり、全国町村議長会の助言の下、

作成されたものであり、したがって、他の法律と何ら抵触しない内容になっていること

を確認しており、その内容、申出についても説明を受け、研修を重ねてきたところであ

ります。 

  また、私の知る限りではありますが、周辺の諸議会においても次々可決を決定してい

る状況であります。情報化、デジタル化、この社会の現代においても個人情報及びデー

タが守られるべきは当然のことではありますが、その扱いについては変化が目まぐるし

い状況の中でもあります。情報を暗号化する技術など、ブロックチェーンですとか、世

界のあらゆる技術が発達しております。日本もその中では、デジタル化においては後進

国と言われている中で、我々議員もしっかりとそのあたり、データがどう活用されてい

くかということは勉強していかないといけないと私は常々思っております。 

  これからも議会議員として、より一層個人情報保護の意識を高め、個人情報の適切な

る取扱いに徹した議員活動を行っていくことが何よりも肝要であり、その行動規範とし

て、また、活動基本のよりどころとして、この条例は適切な条例であると考え、原案条

例に賛成いたします。 

○議長（大石哲雄） 

  次に、原案及び修正案、両案に対する反対討論の発言を許します。 

  討論ございませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  反対討論なしと認めます。 
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  ほかに討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより、日程第２７ 発委第１号、上富田町議会の個人情報の保護に関する条例を

採決します。 

  まず、本案に対する吉本議員から提出された修正案について、これを起立によって採

決します。 

  本修正案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大石哲雄） 

  起立少数であります。 

  したがって、修正案は否決されました。 

  次に、原案について、これを起立によって採決します。 

（賛成者起立） 

○議長（大石哲雄） 

  起立多数であります。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第２８ 発委第２号 

○議長（大石哲雄） 

  日程第２８ 発委第２号、保育士配置の最低基準の引き上げと保育予算の大幅な増額

を求める意見書（案）を議題といたします。 

  事務局長より朗読させます。 

  事務局長。 

○事務局長（樫山裕子） 

  朗読します。 

  発委第２号。 

  令和５年３月２０日。 

  上富田町議会議長大石哲雄様。 

  提出者、厚生建設常任委員会委員長中井昭恵。 

  保育士配置の最低基準の引き上げと保育予算の大幅な増額を求める意見書（案）。 
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  上記の意見書（案）を別紙のとおり、会議規則第１４条第２項の規定により提出しま

す。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  本案について、委員長より提案理由の説明を求めます。 

  ８番、中井照恵君。 

○８番（中井照恵） 

  まず、保育士配置の最低基準の引き上げと保育予算の大幅な増額を求める意見書

（案）を朗読いたします。 

  保育士配置の最低基準の引き上げと保育予算の大幅な増額を求める意見書（案）。 

  ２０２２年の出生数は約７７万人で、統計を取り始めた１８９９年以降、初めて８０

万人を割り、過去最少の水準となった。背景のひとつに、仕事と子育てを両立できる環

境整備の遅れ、子どもの権利を守る制度の不備など、乳幼児期の保育環境や制度の問題

があげられている。 

  日本の保育所の職員配置の最低基準は、戦後からほとんど変わっておらず、１・２歳

児は半世紀以上、４・５歳児は１９４８年に基準が定められてから一度も見直されてい

ない。世界的に見ても低い基準は厳しい労働条件に直結し、子どもが亡くなる痛ましい

事故や、保育士による事件の遠因になっているという指摘もある。 

  ４月に発足するこども家庭庁の予算に、４・５歳児の配置を３０対１から２５対１に

するための補助が盛り込まれたが、対象となる施設は、定員１２１人以上で、保育士の

平均勤続年数１２年以上が条件で、当てはまる施設は全保育所のわずか４％しかない。 

  ＯＥＣＤ調査によると、子ども・子育て支援に関わる公的支出（１７年）は、日本が

ＧＤＰ比１．７９％で、平均（２．３４％）以下。出生率を引き上げたフランス（３．

６％）や英国（３．２３％）の半分程度にすぎない。岸田首相は年頭の会見で「異次元

の少子化対策」を実現させると宣言し、子ども・子育て予算の倍増をめざすとしている。

しかし、２０２３年度のこども家庭庁の予算は４兆８，１０４億円で、２２年度に厚生

労働省や内閣府が計上した関連予算と比べて２．６％の増額にとどまっている。 

  公的支出のＧＤＰ比が低い国ほど出生率が低いと言われており、劣悪な保育士配置の

最低基準を引き上げるためにも、保育予算の大幅な増額が必要である。 

  よって、国におかれては、下記の事項について実現されるよう強く要望する。 

  １、保育士配置基準の引き上げを行うこと。 

  ２、保育予算を大幅に増額すること。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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  令和５年３月２０日、上富田町議会。 

  提出先。 

  内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、内閣府特命担当大臣（少子

化対策）、衆議院議長、参議院議長。 

  次に、提案理由について説明をいたします。 

  少子化が進む中、安心して子供を産み育てることのできる社会を実現するためには、

子供の健やかな成長を支える質の高い保育サービスの提供と、保育の担い手の確保が重

要です。 

  しかし、保育士たちは通常の業務に加え、新型コロナウイルス感染症予防に努めるべ

く、感染対策を徹底しながら子供の発達を保障し、子育て家庭を支えるという過重な労

働環境に置かれています。 

  さらに、保育士の精神的、肉体的な負担が大きくなっているため、早期に離職する者

や資格を持ちながらも保育士以外の職に就く者が多くいます。長年見直されていません

が、保育士の配置基準を見直し、労働環境を改善することで、保育士の確保と定着が可

能となり、ひいてはそれが子供の命と安全を守ることにつながると考えます。 

  このためにも、保育士配置基準の引上げを行うとともに、保育予算を大幅に増額する

よう内閣総理大臣、担当大臣並びに衆参両議長に意見書を提出する予定としています。

ご賛同のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（大石哲雄） 

  これより本案について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（｢なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより発委第２号、保育士配置の最低基準の引き上げと保育予算の大幅な増額を求

める意見書（案）を採決します。 
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  本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第２９ 議員派遣の件について 

○議長（大石哲雄） 

  日程第２９ 議員派遣の件についてを議題といたします。 

  お諮りします。 

  議員派遣の件につきましては、会議規則第１２１条の規定により、別紙配付のとおり

議員を派遣したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本件については派遣することに決しました。 

─────────────────────────────────────────── 

△日程第３０ 委員会の閉会中の継続審査並びに所管事務調査の申し出について 

○議長（大石哲雄） 

  日程第３０ 委員会の閉会中の継続審査並びに所管事務調査の申し出についてを議題

といたします。 

  申出書を事務局長に朗読させます。 

  事務局長。 

○事務局長（樫山裕子） 

  朗読いたします。 

  各常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の委員長から会議規則第７５条の規定に

より、閉会中の継続調査を要する調査事項についての申出があります。内容につきまし

ては、お手元に配付したとおりであります。 

  総務文教常任委員会家根谷美智子委員長より２９項目、厚生建設常任委員会中井昭恵

委員長より２５項目、議会広報特別委員会家根谷美智子委員長より１項目、議会運営委

員会松井孝恵委員長より３項目、以上となっております。 

  また、２の目的につきましては所管事務調査、３につきまして、方法は委員会審査、
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期間は次期定例会までです。 

  なお、会議規則第６５条の規定による委員会招集通知書及び第７４条の規定による派

遣承認要求書は後日提出いたします。 

  以上です。 

○議長（大石哲雄） 

  ただいま朗読いたしましたとおり、会議規則第７５条の規定により、各委員長から閉

会中の継続審査並びに所管事務調査の申出があります。 

  お諮りします。 

  各委員長からの申出のとおり決することにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査並びに所管事務調査を行う

ことに決しました。 

  以上をもって、本定例会の会議に付議された事件の議事は全て終了いたしました。 

  町長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

  町長、奥田君。 

○町長（奥田 誠） 

  令和５年第１回上富田町議会定例会を閉会するに当たりまして、お礼のご挨拶を申し

上げます。 

  本定例会に上程しました報告、議案につきまして、慎重審議をしていただき、全てを

承認していただきまして、誠にありがとうございます。 

  まず、新型コロナウイルス感染症への対応でございます。 

  令和５年３月７日に、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、ワクチン

接種に係る法令改正の諮問手続を実施するとともに、各自治体に決定事項を伝達され、

３月９日に、各自治体対象の説明会が開催されました。 

  最終決定事項としまして、接種は５月８日から開始、特例臨時接種を令和６年３月末

までの１年間延長。対象者は５歳以上の全ての者。春夏接種は６５歳以上の方、基礎疾

患を有する方、医療、介護従事者など、秋冬接種は５歳以上の追加接種可能な全ての方

が対象です。 

  上富田町としましては、今後、発送準備などを行い、集団接種をメインに令和５年度

春夏接種、秋冬接種を実施していく予定にしております。 

  次に、議会初日に承認をいただきました土地取得についての状況ですが、３月３日金
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曜日に、土地売買本契約を締結、３月８日水曜日に登記を完了し、３月１３日月曜日に

土地購入費の支払いを完了しています。 

  次に、本定例会で令和５年度の一般会計・特別会計の９議案並びに一般会計補正予算

（第１号）をご承認いただきました。この予算は令和５年度の行政執行の基本となるも

のであり、開会日の冒頭の挨拶並びに予算審査特別委員会で予算編成の過程を説明し、

財源不足についても説明していますが、行政運営に当たる上におきましては、教育や福

祉、保健、医療など、また、地域の振興対策を充実することも必要であると考えており

ます。 

  特に、令和５年度から国の出産・子育て応援交付金に町単独で上乗せする制度をつく

ることといたしました。子育てを応援することと高齢者の皆さんが健康で長生きしてい

ただくことをバランスよく進めてまいります。 

  なお、一般会計予算及び補正予算の中では、大谷高齢者憩の家解体除去に向けた設計

監理をはじめ、新型コロナウイルスワクチン接種事業や下鮎川地区の町道一乗寺加茂線

災害復旧事業に早急に取り組んでまいります。 

  また、令和５年度も厳しい財政状況に変わりなく、効率的で持続可能な行財政運営を

確保するため、町の方針としましては、従前からの事業仕分や事業の見直しについては、

令和５年度も継続し、一層の取組を進めてまいります。 

  今後におきましても、予算執行に当たっては、監査委員の指摘事項など並びに予算審

査特別委員会の各委員さんからの指摘などを十分に反映し、取り組んでまいりますので、

議員各位のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

  最後に、次の定例会までには規模を縮小した行事が予定されていますが、新型コロナ

ウイルス感染症の対策中でありますので、状況を見ながら判断したいと思います。 

  ３月２３日には各小学校の卒業式、４月１日には職員の人事異動から始まりまして、

４月８日には各小・中学校の入学式などがございますが、議員各位におかれましても、

参加依頼などがある場合には、ご参加、ご協力いただけるようお願いを申し上げまして、

令和５年第１回上富田町議会定例会を閉会するに当たりましてのお礼の挨拶とさせてい

ただきます。 

  本当にありがとうございました。 

─────────────────────────────────────────── 

△閉  会 

○議長（大石哲雄） 

  お諮りします。 

  本定例会は、会議規則第７条の規定により、本日をもちまして閉会いたしたいと思い
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ます。 

  これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし」の声あり） 

○議長（大石哲雄） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  これにて令和５年第１回上富田町議会定例会を閉会いたします。 

 

閉会 午後２時４９分 
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